
第１回 肝属川水系学識者懇談会 
日時：平成 23年 7月 26 日(火) 

13：00～17：00 

場所：国土交通省 大隅河川国道事務所 

３階大会議室 ほか 

 

議 事 次 第  
 

 

１．開会 

 

２．挨拶 

 

３．委員紹介 
 

４．設立趣旨、規約等について 【資料-１】 

１）設立趣旨 

２）規約 

３）委員長選出 

 

５．議事 

１）懇談会での議事予定 【資料-２】 

２）肝属川の流域の概要及び現状と課題                 【資料-３】 

３）河川整備（治水）の目標   

と対策手法検討の考え方 【資料-４】 

 

６．現地視察、説明 

・現地視察及び河川整備予定箇所 

の対策手法検討について 【資料-５】 

 

７．閉会 
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肝属川水系学識者懇談会設立趣旨（案）  

 

平成９年の河川法改正に伴い、河川管理者は、長期的な河川整備の基本となるべき方針を示す

「河川整備基本方針」を定めることとなり、肝属川水系においては、平成１９年３月３０日に 

「肝属水系河川整備基本方針」を策定しました。 

これを踏まえ、基本方針に沿って今後概ね２０～３０年間の具体的な河川整備の目標や内容を

示す「河川整備計画」を定めることとなりました。 

河川整備計画の案の作成にあたり、河川法第１６条の２第３項に規定する趣旨にもとづき、河

川整備計画の原案について学識経験者等からご意見を聴く場として「肝属川水系学識者懇談会」

を設置するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料－１ 

（参考１）河川整備計画 

河川法第１６条の２第３項 

河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、

河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。 



肝属川水系学識者懇談会規約（案） 

（名称） 

第１条 本会は、「肝属川水系学識者懇談会」(以下「懇談会」という。)と称する。 

 

（目的） 

第２条 肝属川水系河川整備計画を策定するにあたり「肝属川水系の河川整備」に関して、学

識経験を有する者が意見交換を行うとともに、河川法第１６条の２第３項の規定に基

づき、それぞれの立場から必要な意見を述べるものとする。 

 

（組織等） 

第３条 懇談会は、国土交通省九州地方整備局長が設置する。 

２ 懇談会の委員は、肝属川流域に関し、学識経験を有する者のうちから、国土交通省九

州地方整備局長が委嘱する。 

３ 懇談会の委員の任期は、河川整備計画の策定までとする。 

 

（懇談会の成立） 

第４条 懇談会は、委員総数の２分の１以上の出席をもって成立する。 

 

（委員長） 

第５条 懇談会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。 

２ 委員長は、懇談会の運営と進行を総括し、懇談会を代表する。 

３ 委員長が事故等の理由により出席できない場合には、委員長が指名する者が職務を代

行する。 

 

（公開） 

第６条 懇談会は、原則公開とする。懇談会の公開方法については、懇談会で定める。 

 

（事務局） 

第７条 懇談会の事務局は、国土交通省九州地方整備局大隅河川国道事務所調査第一課に置く。 

 

（規約の改正） 

第８条 懇談会は、この規約を改正する必要があると認めるときは、委員総数の２分の１以上

の同意を得てこれを行うものとする。 

 

（その他） 

第９条 この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、懇談会において定

める。 

 

（附則） 

この規約は、平成２３年７月２６日より施行する。 



「肝属川水系学識者懇談会」に関する公開方法（案） 

 

１．会議の公開 

（１）会議、会議資料、議事概要及び委員名簿は、原則公開するものとする。ただし特段の理

由があるときには、会議、会議資料、議事概要及び委員名簿を非公開とすることができる。 

（２）前項ただし書きの場合においては、その理由を明示し、会議、会議資料、議事概要及び

委員名簿の全部又は一部を非公開とすることができる。 

 

２．会議の運営 

事務局は、学識者懇談会の秩序を維持するため、次に掲げる者を退場させることができる。 

  （１）学識者懇談会の秩序を乱した者 

  （２）議事進行に必要な事務局の指示に従わない者 

 

３．議事概要 

「肝属川水系学識者懇談会」の議事について、事務局が発議者の氏名を伏せた上で議事概要

を作成するものとする。 

 

４．公開の方法 

会議資料及び議事概要等は、国土交通省大隅河川国道事務所ホームページでの掲載等による

ものとする。 

 

 

  

 

 



平成２３年７月２６日

大隅河川国道事務所

資料－２

第１回肝属川水系学識者懇談会

懇談会での議事予定





「河川整備基本方針」と「河川整備計画」について

■平成９年に河川法が改正され、「河川整備基本方針（長期的な河川整備の方針）」と「河川整備計画（当面の具体的な整備の計画）」
を策定することとなった。

＜内容＞

①河川の総合的な保全と利用に関する基本方針
長期的な視点に立った河川整備に関する基本方針を決定。

②河川工事の実施の基本となるべき計画に関する事項
個別事業など具体の河川整備の内容を定めず、
整備の考え方を記述。

＜手続き＞
・社会資本整備審議会の意見を聴く。
・策定後、公表する。

＜内容＞

①河川整備の目標
２０～３０年後の河川整備の目標を明確にする。

②河川整備の実施に関する事項
個別事業を含む具体的な河川の整備の内容を明らかにする。

＜手続き＞
・学識経験者や関係住民の意見を聴く。
・関係地方公共団体の長の意見を聴く。
・策定後、公表する。

河川整備基本方針 河川整備計画

整
備
水
準

整備期間

長期的な視点に立った河川整備の基本的な方針（河川整備基本方針）

具体的な整備の内容
（河川整備計画）

現在 20～30年後 ｔ(年)

河川整備計画における段階的な整備にあたっての目標イメージ図 1

「河川整備基本方針」と「河川整備計画」について
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肝属川水系河川整備計画策定までの流れ

肝属川水系河川整備計画【案】 作成・公表

肝属川水系河川整備計画 策定・公表

河
川
法
に
基
づ
く

法
定
手
続
き

関係機関への照会 （農林水産省、環境省等）

肝属川水系学識者懇談会
整備計画（原案及び案）の作成に向けて、
学識経験者よりご意見・ご提案を頂く場

※原案の公表をまたぎ継続的に実施

肝属川水系河川整備計画【原案】 作成・公表

原案に対する住民意見聴取
住民意見交換会の開催
ホームページによる聴取 等

関係地方公共団体の長の意見聴取

現 在

肝属川水系河川整備計画【原案】 の検討

整備内容についての 本局・本省 協議



肝属川水系河川整備計画策定スケジュール（案）
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）
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）

整備計画（案）の作成 ・修正
整備計画の作成・修正
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案
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２
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肝属川水系河川整備計画のフレーム

《１》肝属川の現状

《２》治水

《３》利水

《４》環境

《５》川づくりの進め方

１．流域と河川の概要

２．治水の沿革及び現状と課題

３．利水の沿革及び現状と課題

４．河川の利用及び環境の現状の課題 等

１．河川整備（ハード）

（洪水対策、シラス堤防の安全性向上対策、内水対策、高潮対策）

２．維持管理

３．水防等危機管理（ソフト） 等

１．河川水の利用 等

１．自然環境の保全

２．水質の保全

３．良好な水辺環境の保全

４．良好な河川景観の保全 等

１．地域との連携による川づくり 等

整備予定箇所についての説明に
あたる部分

第２回懇談会
以降、整備計
画【原案】
全体を説明 ＊ご意見については、現地視察結果を

踏まえての全体に関する自由な意見
を頂きたいと考えています。

第１回懇談
会の議事の
中で説明



□設立趣旨、規約、委員長選出

□肝属川の流域の概要及び現状と課題

□河川整備（治水）の目標と対策手法検討の考え方

□現地確認

懇談会での議事予定

第１回
平成23年
7月26日

□第１回懇談会を踏まえた意見及び検討結果報告・確認

□河川整備計画【原案】についての説明・意見交換

（●肝属川の現状 , ●水防等危機管理（ソフト）, ●良好な環境の保全 , ●良好な河川景観の保全

●河川整備の経済効果など）

□関係住民への意見聴取方法について

第２回
平成23年
8月下旬

～
9月上旬
（予定）

□第２回懇談会での意見及び住民意見を踏まえた河川整備計画【案】の作成結果の報告・確認
第３回
平成23年
11月上旬
(予定)

□第３回懇談会での意見を踏まえた河川整備計画【案】の作成結果の報告・確認
第４回

※必要に応じて
開催
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平成２３年７月２６日

大隅河川国道事務所

資料－３

第１回肝属川水系学識者懇談会

肝属川の流域の概要及び現状と課題
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流域及び氾濫域の諸元

流域面積(集水面積)：約485km2

幹川流路延長：約34km

流域内人口：約12万人

想定氾濫区域面積：約55km2

想定氾濫区域内人口：約2.2万人

想定氾濫区域内資産額：約3,200億円

主な市町村：鹿屋市,肝付町,東串良町等

地形・地質特性

土地利用状況

・山地が約３割、台地が
約５割、平地が約２割

・台地と平地の多くは田
畑に利用

・山間部を抜けたところ
に大隅地方の拠点とな
る鹿屋市街地が位置

・畜産が盛んであり、
鹿児島県の豚・牛の
飼育頭数は全国第１
位(豚)、第２位(牛)

・その中でも、鹿屋市
は豚・牛ともに鹿児
島県内第１位

大隅半島拠点
鹿屋市街地

産業

かごしま黒豚

降雨特性

・平均年間降水量は約2,800mm
で全国平均の約1.6倍

・主要洪水の約７割が台風によ
る豪雨

主要洪水の発生要因
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都道府県別の飼育頭数
畜産統計(H18.2現在)より

鹿児島県内市町村別飼育頭数
2006年農林業センサス調査結果より

豚の飼育頭数第1位

牛の飼育頭数第2位

豚・牛の飼育頭数第１位

田[14%]田[14%]畑[36%]畑[36%]

山地[32%]山地[32%]
宅地[13%]宅地[13%]

その他
[5%]

その他
[5%]

・約２万２千年前に姶良カルデラ等から噴出した大
規模な火砕流堆積物がシラス台地を形成

・肝属川流域の約7割が「シラス」に覆われている
シラスは粒子比重が小さいこと等から、流水によ
る侵食作用に極めて弱く、洪水によりシラス台地
が侵食され平野部を形成

・河床勾配は、鹿屋市街地までの上流部では1/100
～1/320と急勾配であり、中下流部では1/1,080か
ら1/2,750と緩勾配
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肝属川水系河川整備計画

鹿屋市街部
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主な洪水被害

これまでの主な治水事業

■本川・支川の流下能力向上のため堤防を整備
■昭和12年から昭和28年にかけて、洪水疎通能力向上のため蛇行箇所
を直線化するショートカットを実施。あわせて、河床低下対策とし
て、床止めを随所に配置

■流水等による河岸侵食を防止するため、低水護岸を整備

出水被害状況

肝付町の被災状況肝付町の被災状況
昭和昭和1313年年1010月洪水月洪水

鹿屋市の浸水状況鹿屋市の浸水状況
昭和昭和1313年年1010月洪水月洪水

昭和13年10月洪水
■破堤により流域全域にわたって甚大な被害が発生
■特に高山川上流では急激な増水により死者171名

浸水区域

破堤箇所

凡　例　（S13.10）

項　目 S13.10

流 量
（ 俣 瀬 地 点 ） 約1,740m

3
/s

家 屋 全 ・ 半 壊
及 び 流 出 戸 数

1,532戸

浸 水 家 屋 戸 数 5,067戸

浸 水 面 積 5,402ha

昭和4年7月洪水を契機として、捷水路整備による蛇行河川の直線化を実施
昭和51年6月洪水を契機として、鹿屋市街部の抜本的治水対策を図るため鹿屋分水路を建設

現在は単調な直線河道 肝属川

旧河道

宮下床止

河床安定のため床止めを設置

肝属川

■昭和51年6月洪水を契機として、鹿屋市街地を流下する区
間は、河積が狭小であり、背後地には家屋が近接している
ため河道拡幅が困難であったことから、分水路を整備

主な洪水と治水対策

昭和13年10月洪水（台風）
俣瀬地点流量：約1,740m3/s
家屋全・半壊流失1,532戸、浸水家屋5,067戸

昭和15年 改修計画の改定
基準地点：俣瀬、計画高水流量：1,900m3/s

昭和46年8月5日洪水（台風）
俣瀬地点流量：1,040m3/s
家屋全・半壊流失 70戸、浸水家屋 409戸

昭和46年8月30日洪水（台風）
俣瀬地点流量：1,157m3/s
家屋全・半壊流失 127戸、浸水家屋 408戸

昭和51年6月洪水（梅雨前線）
俣瀬地点流量：812m3/s
家屋全・半壊流失 35戸、浸水家屋 187戸

昭和42年 工事実施基本計画の策定
従来の改修計画を踏襲

昭和56年 工事実施基本計画の改定
基準地点：俣瀬 (1/100)
基本高水流量：2,500m3/s
計画高水流量：2,300m3/s

昭和59年 鹿屋分水路着工
■計画高水流量：200m3/s ■総延長：2,639m
■目的：本川洪水流量の低減
平成2年9月洪水（台風）
俣瀬地点流量：1,621m3/s
床上浸水 45戸、床下浸水 659戸

平成5年8月洪水（台風）
俣瀬地点流量：1,310m3/s
家屋全・半壊流失 26戸、浸水家屋 605戸

平成5年9月洪水（台風）
俣瀬地点流量：987m3/s
家屋全・半壊流失 276戸、浸水家屋 61戸

平成9年9月洪水（台風）
俣瀬地点流量：1,727m3/s
床上浸水 154戸、床下浸水 756戸

平成12年 鹿屋分水路完成
平成17年9月洪水（台風） ［既往最大］
俣瀬地点流量：1,835m3/s
家屋半壊 6戸、浸水家屋 553戸

昭和12年 改修計画の策定
基準地点：俣瀬、計画高水流量：1,200m3/s

昭和4年7月洪水
浸水家屋 約850戸

※記載流量は実績流量（S13年は推定流量）

平成19年3月 河川整備基本方針の策定
基準地点：俣瀬 (1/100)
基本高水流量：2,500m3/s
計画高水流量：2,500m3/s

上流開水路330m トンネル部1,609m 下流開水路700m
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昭和51年6月洪水
■鹿屋市街地では溢水氾濫及び河岸崩壊により甚大な被
害が発生（家屋全・半壊流失35戸、浸水家屋187戸）
（本洪水を契機として昭和56年に流量を改定）

出水被害状況
項　目 S51.6

流　　　　　　量
（ 俣 瀬 地 点 ）
家 屋 全 ・ 半 壊
及び流出戸数

浸 水 面 積

浸水家屋戸数

812 /s

85戸

187戸

475ha

35

昭和昭和5151年年66月洪水月洪水
下谷川

鹿屋市の被災状況鹿屋市の被災状況
昭和昭和5151年年66月洪水月洪水

肝属川
凡例 （S51.6）

浸水区域

河岸崩壊

治水計画の変遷と治水事業の経緯



治水の現状と課題①

洪水対策

■継続して洪水対策を実施しており、堤防の完成率は約９０％に達し
ているが、本川、支川ともに洪水の流下能力が不足する区間が依然
として存在している。

■また、古くに設置された固定堰や床止めが洪水の流下を阻害する状
況もみられるなど、未だ大規模な洪水に十分に耐えれる状況とは
なっていない。

■肝属川では、流域のほぼ全域がシラスに覆われており、良質な築堤材料が入手困難であることから、築堤材
料のほとんどにシラスが使用されてきた。

■シラスは細粒分が多く透水係数が大きいことから、シラスで築造された堤防は、水が浸透しやすく、浸食さ
れやすい性質を有しており、吸い出しによる空洞化や浸食による一部崩壊等堤防の被災が数多く発生している。

■河川堤防の浸透に対する安全性を評価する詳細な点検を実施した結果、堤防が概成している区間77.8kmに対
し、堤防の浸透に対して必要な安全性照査基準を満たしていない区間が31.3km（約40％）に及ぶことを確認。

■肝属川では、特に中下流部において、背後地の地盤高が洪水時の河川水位に比べて低
く、内水はん濫による被害が生じやすい地形特性となっている。

■浸水被害の著しい地区において、内水排水能力を向上させるための水門設置や樋管改
築、さらには排水ポンプ車による被害軽減を図っているが、依然として慢性的に浸水被
害が生じる内水地区は多く存在。

■肝属川において、高潮対策を必要とす
る区間は、肝属川本川の河口から
1.4km付近までの区間であり、右岸側
の河口から0.5km付近までの区間にお
いては、一部高さが不足している高潮
堤防が存在。

堤防の安全性向上対策

内水対策 高潮対策

3

堤防整備状況及び堰・床止め位置図堤防整備状況及び堰・床止め位置図
堤防の一部崩壊

(支川姶良川：H16.8.30)

堤体の空洞化
(支川串良川：H10.11)

堤防詳細点検結果図

波見水門（平成16年完成） 排水ポンプ車による内水排除

高潮堤防の状況
（堤防高不足区間：第二有明橋右岸下流）



【河道の維持管理】

■河道の安定を維持するため、床止めの機能維持を図るとともに、護岸等構造物の破損、
崩壊が生じないよう局所的な河床低下にも注意していく必要がある。

【堤防及び護岸の維持管理】

■堤防や護岸については、河川巡視により異常・変状・損傷箇所の早期発見に努めるとと
もに、必要に応じて補修を実施している。

■梅雨期及び台風期の点検に支障が生じないよう除草を実施し、出水期の前後には詳細な
堤防点検を行い、被災要因の早期発見と補修等の事前対策を行っている。

【水門、樋管等の維持管理】

■肝属川水系の国管理区間には、約180もの床止め、水門、樋管等の河川管理施設がある。

■これらの施設は昭和50年代以前に築造されたものが多く、安全性を確保するためには老
朽化対策が必要となっており、定期的に巡視、点検を行い、必要に応じて補修、応急対
策等を実施している。

■河川管理施設の操作員の高齢化や局所的集中豪雨により、操作の負担が増加しており、
操作環境の向上、遠隔操作・監視等による操作体制の高度化が必要となっている。

■洪水等による災害の発生の防止又は軽減を図るための施設整備を継続して実施してい
るが、整備途上段階での施設能力以上の洪水等が発生する可能性は常にあることから、
洪水はん濫等が発生した場合でも被害を最小限にとどめるため、適切な危機管理（ソフ
ト対策）が必要。

■そのため、洪水等が発生した場合には、水防警報や洪水予報等の水防時に必要な情報
を、関係市町や関係機関に分かりやすく提供するなど、水防活動の支援に努めている。
また、洪水以外にも高潮、地震・津波等が発生した場合には、速やかに河川巡視を行い、
河川管理施設等の異常・損傷箇所の早期発見に努めている。

■日常においては、情報伝達訓練の実施や水防訓練の支援など、関係市町等との連携強
化に努めるほか、災害復旧など緊急時に必要となる資材を、水防資材置場等に備蓄して
いる。

■今後も、水防活動の支援や日常における関係市町等との連携強化などこれまで実施し
てきた活動を継続していくとともに、関係機関や流域住民に対してさらに迅速かつわか
りやすい防災情報の伝達・提供等を行っていく必要がある。

維持管理 危機管理

治水の現状と課題②

4

洪水時の巡視状況 水防訓練の状況

大型遠隔操縦式草刈車による除草状況 除草実施後の点検状況

床止め
（宮下床止：肝属川本川）

樋管
（中郷第3樋管：支川串良川）

水門
（中山水門：肝属川本川）



■肝属川の水利用は、ほとんどが農業用水及び発電用
水であり、全体の約99％を占めている。

■農業用水は、支川串良川上流の高隈ダムや本支川上
流部を中心に設置された農業用取水堰から取水され、
約7,200haの農地をかんがいしている。

■肝属川においては、これまで大きな渇水被害は生じ
ておらず、現状において河川水の利用に必要な流量
は概ね確保されている。

水利用

利水及び環境の現状と課題①

自然環境

■肝属川の河川環境の現状を踏まえ、多種・多様な動植物を育む瀬・淵、水辺植生、河畔林など肝属川における動植物の生活史を支える環境を保全できるよう、河川全体の自然の営みに
も配慮した川づくりを推進していく必要がある。

■肝属川本川上流部及び支川串良川上流部において、一部取水堰の影響により河川の連続性が確保されていない箇所が存在している。これらの箇所においては、河川の連続性を確保し、
魚類等の遡上環境を改善するための取り組みが必要。

農業用水

31.921m3/s

83.25％

工業用水

0.011m3/s

0.03％

発電用水

6.400m3/s

16.69％

その他

0.010m3/s

0.03％

水利権量

肝属川における水利権

堰の湛水域と河畔林 カワセミ

林田堰（支川串良川） 高隈ダム（支川串良川）

【肝属川上流の山間地を流れる区間】

■堰による湛水区間と瀬、淵が連続して
おり、瀬にはオイカワ等、水際の緩流
部にはメダカやカワニナが生息し、ゲ
ンジボタルも生息している。

■河岸には河畔林が繁茂し、シラス台地
の崖に巣穴を掘って営巣するヤマセミ
やカワセミが生息している。

【肝属川上流の鹿屋市街地を流れる区間】

■家屋等が近接し、都市河川の様相を呈し
ている。

■単調な河道形態を反映して平瀬を好むオ
イカワが多く確認され、その他ギンブナ、
コイ等が生息している。

鹿屋市街地を流れる区間

オイカワ

【肝属川の中流部から下流部】

■肝属平野を緩やかに流下しており、高水敷は主に採草地
として利用され、チガヤ、タチスズメノヒエ等のイネ科
の植物が広く分布している。

■水域には、オイカワやシマヨシノボリ等が生息している。

【肝属川の河口付近】

■高水敷にはチガヤ群落等イネ科の植物が、水辺にはヨシ群
落等が分布し、セッカやヒバリ等の鳥類が生息している。

■水域にはヒイラギ、ゴンズイ等の汽水・海水魚が生息して
いる。また、塩入川合流点付近の干潟には、シオマネキが
生息している。

【支川（串良川、高山川、姶良川）】

■上流部では河畔林が分布し、中下流部では堰や床止めに
よる湛水域と瀬、淵が連続している。

■水域では、瀬にはオイカワ、シマヨシノボリ、淵にはカ
ワムツ、カマツカ等の魚類が生息している。

肝属平野を流下する区間 シマヨシノボリ 塩入川合流点付近の干潟とヨシ原 シオマネキ 瀬（高山川） 淵（姶良川）
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肝属川

塩入川



下谷川、姶良川、高山川［類型指定なし］
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田崎橋（下谷川）（一般地点）

姶良橋（姶良川）（一般地点）

新前田橋（高山川）（一般地点）

串良川［ A類型］
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串良橋（環境基準地点）

堅田橋（一般地点）

環境基準A類型（2mg/l以下）

A類型　環境基準：2mg/l

注）堅田橋については、水質測定地点の見直しにより平成17年より測定を中止。

肝属川下流［ B類型→A類型］（平成20年4月以降 A類型　※鹿児島県の類型指定見直しにより）
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俣瀬（一般地点）

第二有明橋（環境基準地点）

環境基準B類型（3mg/l以下）

環境基準A類型（2mg/l以下）

B類型　環境基準：3mg/l

 A類型　環境基準：2mg/l（平成20年4月以降）

肝属川上流［ C類型→B類型］（平成20年4月以降 B類型　※鹿児島県の類型指定見直しにより）
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朝日橋（一般地点）

河原田橋（環境基準地点）

環境基準C類型（5mg/l以下）

環境基準B類型（3mg/l以下）

C類型　環境基準：5mg/l

B類型　環境基準：3mg/l（平成20年4月以降）

水 質

■肝属川の水質は、高度経済成長期の市街地化や地域産業の拡大に伴い悪化したが、その後の環
境に関する諸法の施行と関係者の努力により一定の改善がみられている。

■肝属川下流及び串良川の水質は、河川の一般的な水質指標であるBOD（75%値）でみると、近年
環境基準を概ね満足しており、基準の定めのない支川姶良川、支川高山川についても概ね良好
な状況となっている。

■肝属川上流のBOD（75％値）は3～5mg/ 程度で、平成20年に見直しとなった環境基準を超過して
おり、肝属川全体でみても平均値が九州の一級河川の中で常に悪い方の上位にランクされてい
る状況にある。このため、鹿児島県や鹿屋市等と共同で「肝属川水系肝属川水環境改善緊急行
動計画」を平成17年3月に策定し、連携して水環境の改善に取り組んでいる。

利水及び環境の現状と課題②

肝属川におけるBOD(75％値)の経年変化肝属川水質環境基準地点及び類型指定状況図

排水路からの汚水流入（肝属川上流）

家庭雑排水の流入（肝属川上流）

景 観

肝属川上流部

鹿屋市街地

肝属川中・下流部河口付近

支川串良川（河畔林） 支川高山川（瀬） 支川姶良川（淵）

【肝属川本川上流部の山間地を流れる区間】
■堰による湛水域と瀬・淵が連続しており、河岸には河畔林が
分布するなど変化に富んだ河川景観を呈している。

【肝属川本川上流部の鹿屋市街地を流れる区間】
■中心部を流れる区間は家屋等が近接し、都市河川の様相を呈
している。

【肝属川の中流部から下流部】
■田畑が広がる肝属平野を緩やかに流下しており、周辺の田園
風景と調和した河川景観を呈している。

空間利用

■肝属川の河川空間は、中下流部の高水敷や堤防において、散策やスポーツ、花火大
会等のイベント会場、畜産用の採草地として利用されている。

■支川高山川の高水敷では、鹿児島県の無形民俗文化財である「やぶさめ」にちなん
だ祭が行われ、支川姶良川や支川高山川においては、水辺に近づきやすく水質も良
好なことから、カヌーや子どもたちの川遊び等にも利用されている。

■近年では、子どもたちの河川環境学習、自然体験活動の場としても利用されている。

やぶさめ祭り
（支川高山川）

カヌー
（支川姶良川）

小学校前の親水施設
（肝属川）

6

水遊び
（支川姶良川）

【肝属川の河口付近】
■満潮時には広大な水面、干潮時には砂
州や干潟が現れ、開放的な河川景観を
呈している。

【支川】
■河畔林や瀬・淵が連続して見られるなど、変化に富んだ河川景観を呈している。
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河川整備（治水）の目標と
対策手法検討の考え方

平成２３年７月２６日

大隅河川国道事務所
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河川整備計画の対象区間及び対象期間

■対象区間 ： 整備計画の対象区間は肝属川水系の国管理区間とする。

■対象期間 ： 整備計画の対象期間は、概ね３０年とする。
1

河川整備（治水）の目標①

俣瀬

豊栄

高良橋

高山橋

姶良橋

朝日橋

王子橋

肝 属 川 →

串
良
川
↓

↑
高
山
川

↑
姶
良
川

肝
属
川
↓

下谷川
→



串良川 高山川 姶良川 下谷川

俣瀬 高良橋 *朝日橋 王子橋 豊栄 高山橋 姶良橋 田崎大橋

流量 2,000 1,050 140 340 640 850 560 180

流量 1,840 1,050 230 230 400 620 510 160

生起年月 H17.9 H9.9 S51.6 H18.7 H17.9 H20.9 H17.9 H13.10

流量 1,730 1,040 190 220 380 540 470 120

生起年月 H9.9 H17.9 H5.7 H10.6 S46.8 S46.8 H5.8 H17.9

流量 1,630 930 190 210 350 500 460 110

生起年月 H2.9 H16.8 H5.7 H12.6 H9.9 H2.9 S50.6 H5.7

目標流量 2,000 1,050 140*1 340 640 850 560 180

(上流域の流量)
*2

(160)
*3 (400) (620) (510)

根拠

肝属川
種別

実績流量
2位

雨量確率による
w=1/30規模流量

整備計画流量案

基準地点俣瀬においてH17.9洪水と同規模（約1/30）流量確率
＊1:朝日橋地点は王子橋340m3/sから鹿屋分水路へ200m3/s分派させることとし、140m3/sを目標流量とする。
＊2:本支川上流区間は、戦後最大の実績流量を目標とする。
＊3:3号排水路合流前の上流域の流量

実績流量
1位

実績流量
3位

既往洪水
（実績流

量）

洪水対策に関する目標

2

河川整備（治水）の目標②

■肝属川本川及び支川は、戦後、
俣瀬地点での最大となった流
量（平成17年9月洪水）と同規
模である概ね1/30の流量に対
し、治水安全度の向上を図る
ことを目標とする。

■本支川上流については、被害
状況、資産状況、改修状況を
踏まえ、各地点での戦後最大
流量（概ね1/10～1/20）に対
し、治水安全度の向上を図る
ことを目標とする。

《目標設定》

《整備計画目標流量の設定》

《流量配分図》

上段：（ 基本高水【計画高水】流量 ）
下段： 整備計画目標流量
（単位：m3/s）



シラス堤強化対策に関する目標

■既設の堤防について、築堤材料に使用されているシラスが、雨水や流水に対する浸透や浸食に弱いという特徴を
踏まえ、洪水における浸透・浸食対策等により、堤防の安全性向上を図る。

河川整備（治水）の目標③

※肝属川流域では、普通土の入手が困難であったため築堤材料の大半に『シラス』が使用されている。シラス堤防は水が浸透し易く、
浸食され易いことから、堤防の空洞化や一部崩壊等の被災が頻発している。

内水対策に関する目標

■これまでや今後の降雨状況、被害の状況等を踏まえ、必要な箇所において被害の軽減を図る。

※肝属川中下流部では内水はん濫による被害が発生しやすい地形であり、近年では平成19年7月洪水等大規模は内水被害が発生している。
※内水はん濫とは、宅地側に降った雨が、本川へ排水されずに田畑や宅地が浸水し、被害が発生しているような状況の事。

高潮対策に関する目標

■計画高潮位に対して、所要の高さを有していない区間について、高潮越水による浸水被害の発生防止を図る。

※肝属川河口部の、河口から0.5km付近までの区間では、一部高さが不足している高潮堤防が存在する。
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※「今後の治水対策のあり方について 中間とりまとめ」に示されている評価軸。

整備計画目標を達成するための対策については、幅広い対策案について検討する。

《１次選定》２７対策のうち、３つの視点から肝属川の現状を踏まえて適用可能な対策を抽出する。

《２次選定》抽出した対策について概略検討を行い、７つの評価軸により評価し最適案を選定する。

河川整備（治水）の対策手法検討の考え方

4

対象とする２７対策

河川を中心とした対策手法河川を中心とした対策手法

※「今後の治水対策のあり方について 中間とりまとめ」に示されている26方策を基本に、無堤区間を有する肝属川の現状を踏まえて、”築堤”を追加した27対策。

１.ダム

２.ダムの有効利用

３.遊水地等

４.放水路

５.河道の掘削

６.引堤

７.堤防のかさ上げ

８.河道内の樹木の伐採

９.決壊しない堤防

10.決壊しづらい堤防

11.高規格堤防

12.排水機場

13.築堤

・安全度

・コスト

・実現性

・持続性

・柔軟性

・地域社会への影響

２次選定における７つの評価軸

14.雨水貯留施設

15.雨水浸透施設

16.遊水機能を有する土地の保全

17.部分的に低い堤防の存置

18.霞堤の存置

19.輪中堤

20.二線堤

21.樹林帯等

22.宅地のかさ上げ・ﾋﾟﾛﾃｨ建築等

23.土地利用規制

24.水田等の保全

25.森林の保全

26.洪水の予測、情報の提供等

27.水害保険等

流域を中心とした対策手法流域を中心とした対策手法

・適地の有無

・対策効果

・技術的手法の確立

１次選定における３つの視点

・環境への影響

※適用の可能性を評価するため視点を設定。



河川整備（治水）の対策手法検討の考え方（例：肝属川下谷川合流点）

１．幅広い視点から、考えられる２７の治水対策案を立案（Ｐ１に示す２７対策）１．幅広い視点から、考えられる２７の治水対策案を立案（Ｐ１に示す２７対策）

２．適用可能な２～３案程度抽出２．適用可能な２～３案程度抽出

３つの視点から肝属川で適用可能な案を抽出３つの視点から肝属川で適用可能な案を抽出
（１．適地の有無、２．対策効果、３．技術的手法の確立）（１．適地の有無、２．対策効果、３．技術的手法の確立）

１次選定１次選定

《《例：肝属川下谷川合流点例：肝属川下谷川合流点》》

河川を中心とした対策手法河川を中心とした対策手法 流域を中心とした対策手法流域を中心とした対策手法

1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 27・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５．河道の掘削 ６．引堤

適用可能な対策案

３．最適案の選定３．最適案の選定

概略検討を行い、７つの評価軸で各案を評価概略検討を行い、７つの評価軸で各案を評価
（１．安全度、２．コスト、３．実現性、４．持続性、５．柔軟性、６．地域社会への影響、７．環境への影響）（１．安全度、２．コスト、３．実現性、４．持続性、５．柔軟性、６．地域社会への影響、７．環境への影響）

２次選定２次選定

河川を中心とした対策手法河川を中心とした対策手法 流域を中心とした対策手法流域を中心とした対策手法

1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 27・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５．河道の掘削 ６．引堤

下谷川合流点の対策案として採用
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河川整備（治水）の対策手法検討例（肝属川下谷川合流点）①

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

1 ダム（新規） △ △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、新規ダムの建設には多大な時間及び費用が必要となり、現
実的ではない。

2 ダムの有効活用 ○ × ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内の既設ダムのみでは十分な効果が期待できない。

3 遊水地等 × △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内に適地が存在しない。

4 放水路 △ △ ○
洪水を分流させて洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、建設には多大な時間及び費用が必要となり、現実的で
はない。

5 河道の掘削 ○ ○ ○ ○
河道内を掘削することで、流下断面を拡大し河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

6 引堤 ○ ○ ○ ○
堤内地に新たな堤防を作ることで、流下断面を拡大して河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

7 堤防のかさ上げ ○ ○ △
堤防をかさ上げすることで、流下断面を拡大して流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、上下流の安全度
バランスが保てなくなる事や破堤時のダメージポテンシャルが増大する等の問題点があり、現実的ではない。

8 河道内の樹木伐採 × ○ ○
河道内の樹木を伐採し、流下断面を拡大して河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、肝属川の河
道内には樹木がほとんど存在しない。

9 決壊しない堤防 ○ × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。

10 決壊しづらい堤防 ○ × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。

11 高規格堤防 × ○ ○
堤内地側の堤防幅が非常に広い堤防であり、計画高水位以上の水位の流下に対して決壊しない対策であり、沿川地域の土地利
用及び都市基盤施設との整合を図り進めていくものであるが、肝属川では適地がない。

12 排水機場 × × ○
河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりするものではなく、外水対策としての効果は見込めない。

13 築堤 × － ○
既定の堤防の高さ及び幅が既に確保されている。

一次選定による対策案の抽出結果 ＜河川を中心とした対策＞

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

《《例：肝属川下谷川合流点例：肝属川下谷川合流点》》
１次選定１次選定
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一次選定による対策案の抽出結果 ＜流域を中心とした対策＞

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

14 雨水貯留施設 ○ × △
雨水を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を貯留させるための学校・運動場・公園等の敷地面積はわずかであり、十分
な効果を期待できない。

15 雨水浸透施設 ○ × △
雨水を浸透させて洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を浸透させるための道路等の面積はわずかであり、都市部が少ない肝属
川流域では、十分な効果を期待できない。

16
遊水機能を有する
土地保全

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川にはこのような遊水機能を持つ適地は存在しない。

17
部分的に低い堤防
の存置

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には部分的に低い堤防は存在しない。

18 霞堤の存置 × × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には霞堤は存在しない。

19 輪中堤 × ○ ○
一部の地域のみを堤防で囲み浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効であるが 、拡散型氾濫形態であ

る当該区間には適さない。

20 二線堤 ○ × ○
洪水はん濫の拡大を防止する対策であり、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

21 樹林帯等 ○ × ○
堤防の治水機能を維持増進し、洪水流を緩和する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

22
宅地嵩上げ・ピロ
ティ建築等

× ○ ○
盛土して宅地の地盤高を高くしたりすることにより、浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効であるが、拡
散型氾濫形態である当該区間には適さない。

23 土地利用規制 ○ × ○
浸水の恐れが高い地域において、土地利用の規制・誘導により被害を抑制する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定
量的な効果は見込めない。

24 水田等の保全 ○ × ○
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、現状の治水機能を向上させるには現況水田の改造工事等が必要となり、
現実的ではない。また、効果を定量的に評価するのも困難である。

25 森林の保全 ○ × ×
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、定量的な効果を把握するのが困難である。

26
洪水の予測、情報
の提供

○ × ○
避難等のソフト対策に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策として定量的な効
果を見込めない。

27 水害保険等 ○ × －
洪水で被害を受けた際の損害の補償に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策
として定量的な効果を見込めない。

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

《《例：肝属川下谷川合流点例：肝属川下谷川合流点》》 １次選定１次選定

7

河川整備（治水）の対策手法検討例（肝属川下谷川合流点）②



《《例：肝属川下谷川合流点例：肝属川下谷川合流点》》 ２次選定２次選定

《２次選定のための概略検討結果》

河道の掘削

引 堤

肝属川→

肝属川→

下
谷
川
→

下
谷
川
→

16k4

16k616k8

17k0

16k4

16k616k8

17k0

５m程度の引堤

河道掘削◆約１０千m3の河道掘削

◆１橋（沢尻橋）の橋梁改築

◆約５００m区間で約５ｍ程度の引堤

◆１橋（沢尻橋）の橋梁改築

沢尻橋

沢尻橋

河道の掘削のイメージ

引堤のイメージ

コスト：約６億円程度

コスト：約９億円程度

改築

8

河川整備（治水）の対策手法検討例（肝属川下谷川合流点）③



対策案
評 価 軸 事務局

案
安全度 コスト 実現性 持続性 柔軟性 地域社会への影響 環境への影響

河道の掘削
目標の安全度を確
保できる。

引堤案と比較すると
安い。

（約6億円）

河道内の処理のみ
で可能であるため、
実現性は高い。

掘削後の再堆積状
況等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが必
要である。

掘削量の増減などに
より比較的柔軟な対
応が可能。

1橋の橋梁架け替えが

必要となるが、その他
は河道内の掘削のみ
であるため、影響は少
ない。

掘削により水域環境
への影響が懸念され
る。

◎

引堤
目標の安全度を確
保できる。

用地及び家屋補
償が必要となり、
事業費が多大にな
る。

（約9億円）

用地及び家屋補償
が伴い、実現性は
低い。

引堤後の再堆積状
況等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが
必要である。

新たな築堤や旧堤
撤去が必要であり
、柔軟な対応は困
難。

家屋や商業施設移
転が必要となり、影
響は大きい。

河道内環境を改変
することによる影響
が懸念される。

○

○

○

×

○

×

△

△

○

×

△

×

△

△

《２次選定による対策案選定結果》

《《例：肝属川下谷川合流点例：肝属川下谷川合流点》》 ２次選定２次選定

9

河川整備（治水）の対策手法検討例（肝属川下谷川合流点）④



参考資料１

肝属川水系河川整備基本方針について

10



河川整備基本方針検討小委員会及び社会資本整備審議会を経て、
平成１９年３月３０日に「肝属川水系河川整備基本方針」が策定されま
した。

【肝属川水系河川整備基本方針策定までの流れ】

[河川整備基本方針検討小委員会]

・第５３回河川整備基本方針検討小委員会（平成１８年１１月２１日）
・第５４回河川整備基本方針検討小委員会（平成１８年１１月３０日）

[社会資本整備審議会]

・第２２回社会資本整備審議会河川分科会（平成１９年１月３１日）

肝属川水系河川整備基本方針
平成１９年３月３０日策定

肝属川水系河川整備基本方針について

11



■降水量は全国平均の約1.6倍の2,800mm
■流水による侵食に極めて弱いシラスが流域の約7割を覆っており、広大な台地を
形成

■中下流は黒豚・黒牛を中心とした畜産が盛ん

流域及び河川の概要

主要地点

正常流量基準地点

国 道

基準地点

流域及び氾濫域の諸元
流域面積 ：485km2
幹線流路延長 ：34km
想定氾濫区域内人口：約2.2万人

肝属川水系位置図

肝属川水系河川整備基本方針の概要①

錦江町

大崎町鹿屋市

高隈ダム
（農業用水）

あさひばし

朝日橋

志
布
志
湾

錦
江
湾

高隈山県立
自然公園

日南海岸
国定公園

おんたけ

御岳
(標高1,182m)

肝付町

またせ

俣瀬

く
し
ら
が
わ

串
良
川

こ
う
や
ま
が
わ

高
山
川

あ
い
ら
が
わ

姶
良
川

しもたにがわ

下谷川

垂水市

きもつきがわ

肝属川

鹿屋市街地

中流

上
流

下流
（感潮区間）

ほうえい

豊栄

たからばし

高良橋

こうやまばし

高山橋

あいらばし

姶良橋

おうじばし

王子橋

東串良町

12



串
良
川

高
山
川

姶
良
川

大
姶
良
川

鹿屋分水路

肝属川

志
布
志
湾

豊栄

高山橋
俣瀬

姶良橋

高良橋朝日橋

王子橋

2,500

800

1,100

1,400

700

200

200400

河
口

390

●河道掘削や固定堰の改築により流下能力を確保
●築堤材料として使用されているシラスの特徴を踏ま
え、堤防の詳細点検を進めるとともに、効果的な堤
防強化対策を検討

■工事実施基本計画策定後に計画を変更するような出水は発生しておらず、流量
確率(1/100相当)による検証、既往洪水からの検証により、基本方針においても
既定計画と同様に基本高水ピーク流量2,500m3/s(俣瀬)とする

災害の発生の防止又は軽減

流量配分図

基本高水の
ピーク流量
2,500m3/s流水に対して脆弱な流水に対して脆弱な

シラス堤防シラス堤防

肝属川水系河川整備基本方針の概要②
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河川環境の整備と保全

0
1
2
3
4
5
6
7
8

綾
瀬
川

中
川

大
和
川

鶴
見
川

牛
淵
川

猪
名
川

肝
属
川

芦
田
川

荒
川

常
呂
川

烏
川

遠
賀
川

須
川

江
戸
川

網
走
川

釧
路
川

利
根
川

庄
内
川

渡
良
瀬
川

矢
落
川

平成16年の全国水質ワースト２０（BOD平均値）

全国１６６河川の平均 １．１ mg/l

肝
属
川

多様な水辺空間の多様な水辺空間の
創出創出

（ワンド）（ワンド）

■直線的で単調な河川空間となっている区間については治水上影響のない範囲で、
多様な自然環境を創出

■全国一級河川のなかでもワースト上位である水質については、水質改善目標及
び行動計画に基づき、関係機関や地域住民と役割分担を行いながら、計画的な
水質改善に努める

■動植物の生息地または生育地の状況や流水の清潔の保持など、９項目の検討に
より、維持流量を設定し、水利流量、流入量を含めて正常流量を朝日橋地点に
おいて、かんがい期0.35m3/s、非かんがい期0.46m3/sに設定

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持

肝属川水系河川整備基本方針の概要③
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参考資料２

治水対策案（２７対策）に関する参考資料
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１.ダム

２.ダムの有効利用

３.遊水地等

４.放水路

５.河道の掘削

６.引堤

７.堤防のかさ上げ

８.河道内の樹木の伐採

９.決壊しない堤防

10.決壊しづらい堤防

11.高規格堤防

12.排水機場

13.築堤

14.雨水貯留施設

15.雨水浸透施設

16.遊水機能を有する土地の保全

17.部分的に低い堤防の存置

18.霞堤の存置

19.輪中堤

20.二線堤

21.樹林帯等

22.宅地のかさ上げ・ﾋﾟﾛﾃｨ建築

23.土地利用規制

24.水田等の保全

25.森林の保全

26.洪水の予測、情報の提供等

27.水害保険等

河川を中心とした対策手法 流域を中心とした対策手法

考えられる治水対策案

16



１．ダム

17

＜概要＞
ダムは、河川を横過して専ら流水を貯留する目的で築造された構造物である。ただし、洪水調節専用
目的の場合、いわゆる流水型ダムとして、通常時は流水を貯留しない型式とする例がある。一般的に、
ダム地点からの距離が長くなるにしたがって、洪水時のピーク流量の低減効果が徐々に小さくなる。
治水上の効果（主に現行の治水計画で想定している程度の大きさの洪水に対する効果）として、河道
のピーク流量を低減させる効果があり、効果が発現する場所はダムの下流である。

緑川ダム（緑川水系緑川）

※ピーク流量：一般的にはある洪水における最大流量



２．ダムの有効活用

18

＜概要＞

既設のダムのかさ上げ、放流設備の改造、利水容量の買い上げ、ダム間での容量の振替、操作ルール
の見直し等により洪水調節能力を増強・効率化させ、下流河川の流量を低減させる方策である。これ
まで多数のダムが建設され、新たなダム適地が少ない現状に鑑み、既設ダムの有効活用は重要な方策
である。治水上の効果として、河道のピーク流量を低減させる効果があり、効果が発現する場所はダ
ムの下流である。

既設ダムのかさ上げにより、治水容量や利水容量を大きくする

既存施設

かさ上げ分

萱瀬ダム
（長崎県：２級水系郡川）

※ピーク流量：一般的にはある洪水における最大流量



３．遊水地（調整池）等

19

＜概要＞

遊水地（調節池）等は、河川に沿った地域で、洪水流量の一部を貯留し、下流のピーク流量を低減さ
せ洪水調節を行う施設であり、越流堤を設けて一定水位に達した時に洪水流量を越流させて洪水調節
を行うものを「計画遊水地」と呼ぶ場合がある。また、主に都市部では、地下に調節池を設けて貯留
を図る場合もある。防御の対象とする場所からの距離が短い場所に適地があれば、防御の対象とする
場所において一般的にピーク流量の低減効果は大きい。治水上の効果として、河道のピーク流量を低
減させる効果があり、効果が発現する場所は遊水地等の下流である。

※ピーク流量：一般的にはある洪水における最大流量

牟田辺遊水地（六角川水系牛津川）

牛津川→牛津川→

今
出

川
→

今
出

川
→

牟田辺川→牟田辺川→

牟田辺遊水地牟田辺遊水地

牟田辺遊水地牟田辺遊水地

排水機場排水機場 排水水門排水水門

①普段は、農地などに利用

②中小洪水の時は、遊水地内
の水をポンプで吐き出し、浸水
させない

③大きな洪水の時は、洪水の一
部を越流堤から計画的に遊水
地に導き、一時的に貯留し、河
川の流量を低減させる



４．放水路（捷水路）

20

＜概要＞

放水路（捷水路）は、河川の途中から分岐する新川を開削し、直接海、他の河川又は当該河川の下流
に流す水路である。用地確保が困難な都市部等では地下に放水路が設置される場合がある。なお、未
完成でも暫定的に調節池として洪水の一部を貯留する効果を発揮できる場合がある。治水上の効果と
して、河道のピーク流量を低減させる効果があり、効果が発現する場所は分流地点の下流である。

※ピーク流量：一般的にはある洪水における最大流量

※暫定：整備の途上における一部完成の状態



５．河道の掘削

21

＜概要＞

河道の掘削は、河川の流下断面積を拡大して、河道の流下能力を向上させる方策である。なお、再び
堆積すると効果が低下する。また、一般的に用地取得の必要性は低いが、残土の搬出先の確保が課題
となる。治水上の効果として、河道の流下能力を向上させる効果があり、効果が発現する場所は対策
実施箇所付近であり、水位を低下させる効果はその上流に及ぶ場合がある。

※流下能力：川が流すことのできる洪水の規模（流量）

大洪水による氾濫のイメージ 河道の掘削のイメージ

遠賀川水系遠賀川【福岡県】

遠
賀
川

遠
賀
川



６．引堤

22

＜概要＞

引堤は、堤防間の流下断面積を増大させるため、堤内地側に堤防を新築し、旧堤防を撤去する方策で
ある。治水上の効果として、河道の流下能力を向上させる効果があり、効果が発現する場所は対策実
施箇所付近であり、水位を低下させる効果はその上流に及ぶ場合がある。

大洪水による氾濫のイメージ 引堤のイメージ

新
堤
防

※流下能力：川が流すことのできる洪水の規模（流量）

筑後川水系筑後川【福岡県】

新
堤
防

旧
堤
防



７．堤防のかさ上げ（モバイルレビーを含む）

23

＜概要＞

堤防のかさ上げは、堤防の高さを上げることによって河道の流下能力を向上させる方策である。ただ
し、水位の上昇により、仮に決壊した場合、被害が現状より大きくなるおそれがある（なお、一般的
には地形条件（例えば、中小河川の堀込河道で計画高水位が周辺の地盤高よりかなり低い場合）に
よっては、計画高水位を高くしても堤防を設ける必要がない場合がある。）。かさ上げを行う場合は、
地盤を含めた堤防の強度や安全性について照査を行うことが必要である。また、モバイルレビー（可
搬式の特殊堤防）は、景観や利用の面からかさ上げが困難な箇所において、水防活動によって堤防上
に板等を組み合わせて一時的に効果を発揮する（同類の施設として、いわゆる畳堤がある）。ただし、
モバイルレビーの強度や安定性等について今後調査研究が必要である。治水上の効果として、河道の
流下能力を向上させる効果があり、効果が発現する場所は対策実施箇所付近である。

※流下能力：川が流すことのできる洪水の規模（流量）

大洪水による氾濫のイメージ 堤防かさ上げのイメージ



８．河道内の樹木伐採

24

＜概要＞

河道内の樹木の伐採は、河道内の樹木群が繁茂している場合に、それらを伐採することにより、河道
の流下能力を向上させる方策である。また、樹木群による土砂の捕捉・堆積についても、伐採により
防ぐことができる場合がある。なお、樹木が再び繁茂すると効果が低下する。治水上の効果として、
河道の流下能力を向上させる効果があり、効果が発現する場所は対策実施箇所付近であり、水位を低
下させる効果はその上流に及ぶ場合がある。

※流下能力：川が流すことのできる洪水の規模（流量）

堤
防

堤
防

矢部川水系矢部川【福岡県】

樹木伐採による水位低下樹木伐採による水位低下樹木伐採による水位低下樹木伐採による水位低下

伐採前

伐採後

ＨＷＬ

ＨＷＬ



10．決壊しづらい堤防

９．決壊しない堤防

１０．決壊しづらい堤防

25

＜概要＞
決壊しない堤防は、計画高水位以上の水位（堤防高より高い場合を含む）の流水に対して決壊しない
堤防である。長大な堤防（高さの低い堤防等を除く）については、経済的、社会的な課題を解決しな
ければならない。仮に、現行の計画高水位以上でも決壊しない技術が確立されれば、河道の流下能力
を向上させることができる。技術的に可能となるなら、洪水発生時の危機管理の面から、水位が堤防
高を越えるまでの間は避難することが可能となる。

※流下能力：川が流すことのできる洪水の規模（流量）

＜概要＞
決壊しづらい堤防は、計画高水位以上の水位（堤防高より高い場合を含む）の流水に対しても急激に
決壊しないような粘り強い構造の堤防である。長大な堤防（高さの低い堤防等を除く）については、
経済的、社会的な課題を解決しなければならない。堤防が決壊する可能性があり、流下能力の確実な
向上を見込むことは困難で、今後調査研究が必要である。技術的に可能となるなら、洪水発生時の危
機管理の面から、避難するための時間を増加させる効果がある。

決壊しづらい堤防（アーマーレビー工法）の概要

※流下能力：川が流すことのできる洪水の規模（流量）



１１．高規格堤防

26

＜概要＞

高規格堤防は、通常の堤防より堤内地側の堤防幅が非常に広い堤防である。堤内地側の堤防の上の土
地が通常の利用に供されても計画を超える洪水による越水に耐えることができる。堤防の堤内地側を
盛土することにより、堤防の幅が高さの30～40倍程度となる。河道の流下能力向上を計画上見込んで

いない。なお、全区間の整備が完了すると、結果的に計画高水流量以上の流量が流下する。効果が発
現する場所は対策実施箇所付近であり、洪水発生時の危機管理の面から、避難地として利用すること
が可能である。



１２．排水機場

27

※流下能力：川が流すことのできる洪水の規模（流量）

＜概要＞

排水機場は、自然流下排水の困難な地盤の低い地域で、堤防を越えて強制的に内水を排水するための
ポンプを有する施設である。本川河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりすること
には寄与しない。むしろ、本川水位が高いときに排水すれば、かえって本川水位を増加させ、危険性
が高まる。なお、堤防のかさ上げが行われ、本川水位の上昇が想定される場合には、内水対策の強化
として排水機場の設置、能力増強が必要になる場合がある。

嘉島・鯰排水機場
なまず

加
勢

川
10k200

嘉島・鯰排水樋管

本川の堤防が支川の堤
防より高い場合、本川
の逆流を防ぐために水
門・樋門を設置。

そのままでは水門・樋
門を閉めた場合、支川
の河川が氾濫

支川のはん濫を防ぐた
めに排水ポンプで支川
の水を汲み上げて本川
に流す

本川

水門水門

水門水門
排水機場排水機場

緑川水系加勢川【熊本県】



１３．築堤

28

＜概要＞

築堤（堤防断面の確保）は、堤防断面が計画に対して不足している箇所において、堤防拡幅等を行い、
所定の必要高、必要幅を確保する方策である。

堤防整備のイメージ

堤防高・堤防幅不足 堤防高・堤防幅確保堤防幅確保



１４．雨水貯留施設
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＜概要＞

雨水貯留施設は、都市部における保水機能の維持のために、雨水を貯留させるために設けられる施設
である。各戸貯留、団地の棟間貯留、運動場、広場等の貯留施設がある。なお、現状では、市街化が
進んだ中小河川流域で実施している。治水上の効果として、地形や土地利用の状況等によって、河道
のピーク流量を低減させる場合があり、効果が発現する場所は対策実施箇所の下流である。また、低
平地に設置する場合には、内水を貯留することにより対策実施箇所付近に効果がある場合がある。



１５．雨水浸透施設

30

＜概要＞
雨水浸透施設は、都市部における保水機能の維持のために、雨水を浸透させるために設けられる施設
である。浸透ます、浸透井、透水性舗装等の浸透施設がある。なお、現状では、市街化が進んだ中小
河川流域で実施している。治水上の効果として、地形や土地利用の状況等によって、河道のピーク流
量を低減させる場合があり、効果が発現する場所は対策実施箇所の下流である。

※ピーク流量：一般的にはある洪水における最大流量



１６．遊水機能を有する土地の保全

31

＜概要＞

遊水機能を有する土地とは、河道に隣接し、洪水時に河川水があふれるか又は逆流して洪水の一部を
貯留し、自然に洪水を調節する作用を有する池、沼沢、低湿地等である。治水上の効果として、河川
や周辺の土地の地形等によって、河道のピーク流量を低減させる場合があり、効果が発現する場所は
遊水機能を有する土地の下流である。現況を保全することによって、機能を保持することが可能とな
る。なお、恒久的な対策として計画上見込む場合には、土地所有者に対する補償等が課題となる。ま
た、いわゆる「計画遊水地」とすることによって機能を向上させることができる。

釧路湿原

釧路湿原は、天然の遊水地として
洪水調節機能を持っている

※ピーク流量：一般的にはある洪水における最大流量

釧路川水系釧路川【北海道】

釧路川



１７．部分的に低い堤防の存置

32

＜概要＞

部分的に低い堤防とは、下流の氾濫防止等のため、通常の堤防よりも部分的に高さを低くしておく堤

防であり、「洗堰」、「野越し」と呼ばれる場合がある。治水上の効果として、越流部の形状や地形

等によって、河道のピーク流量を低減させる場合があり、効果が発現する場所は対策実施箇所の下流

である。現況を保全することによって、機能を保持することが可能となる。なお、恒久的な対策とし

て計画上見込む場合には、土地所有者に対する補償等が課題となる。また、野越し等の背後地をいわ

ゆる「計画遊水地」とすることによって機能を向上させることができる。

あらいぜき の こ
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５

７
９

８
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神埼市街地神埼市街地

長崎自動車道
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菅生橋

川寄橋

日出来橋
ＪＲ長崎本線

屋敷橋

協和橋

神埼橋

国道３４号線

神埼市役所

菅
生
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２
１

城原川の野越し箇所

三千石堰

川寄堰

日出来堰

３

野越し箇所

５

７
９

８

６

神埼市街地

城原川

H.W.L

野越し断面

河川区域

表面構造はコンクリート三面張り

筑後川水系城原川【佐賀県】

※ピーク流量：一般的にはある洪水における最大流量



１８．霞堤の存置
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＜概要＞

霞堤は、急流河川において比較的多い不連続堤である。上流部の堤防の決壊等による氾濫流を河道に
戻す、洪水の一部を一時的に貯留するなどといった機能がある。また氾濫流を河道に戻す機能により、
洪水による浸水継続時間を短縮したり、氾濫水が下流に拡散することを防いだりする効果がある。河
川の勾配や霞堤の形状等によって、河道のピーク流量を低減させる場合があり、効果が発現する場所
は対策実施箇所の下流である。現況を保全することによって、遊水機能を保持することが可能となる。
なお、霞堤の背後地をいわゆる「計画遊水地」とすることによって機能を向上させることができる。

堤防堤防

堤防堤防

洪水時には、堤防と堤防の間の
隙間から水をあふれさせ、流れを
緩和させる

氾濫した洪水が戻る

川内川水系川内川【宮崎県】

※ピーク流量：一般的にはある洪水における最大流量



１９．輪中堤
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＜概要＞

輪中堤は、ある特定の区域を洪水の氾濫から防御するため、その周囲を囲んで設けられた堤防である。
小集落を防御するためには、効率的な場合があるが、日常的な集落外への出入りに支障を来す場合が
ある。効果が発現する場所は輪中堤内である。当該方策そのものに下流の河道のピーク流量を低減さ
せたり流下能力を向上させたりする機能はない。なお、他の方策（遊水機能を有する土地の保全等）
と併せて対策が行われれば、下流の河道流量が低減する場合がある。輪中堤は、計画や構造の面で工
夫して道路と兼用させることも考えられる。

緑
川

津留川

中甲橋

日和瀬橋

田畑

田畑

田畑
田畑

田畑

田畑
田畑

田畑
移転

河川

輪中堤方式

輪中堤

緑川水系緑川【熊本県】



２０．二線堤
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＜概要＞

二線堤は、本堤背後の堤内地に築造される堤防であり、控え堤、二番堤ともいう。万一本堤が決壊し
た場合に、洪水氾濫の拡大を防止する。効果が発現する場所は対策実施箇所付近である。当該方策そ
のものに下流の河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりする機能はない。なお、他
の方策（遊水機能を有する土地の保全等）と併せて対策が行われれば、下流の河道流量が低減する場
合がある。二線堤は、計画や構造の面で工夫して道路と兼用させることも考えられる。

巨瀬川二線堤（控堤）（福岡県久留米市）

筑後川水系巨瀬川【福岡県】

※ピーク流量：一般的にはある洪水における最大流量
※流下能力：川が流すことのできる洪水の規模（流量）



２１．樹林帯

36

＜概要＞

樹林帯は、堤防の治水上の機能を維持増進し、又は洪水流を緩和するよう、堤内の土地に堤防に沿っ
て設置された帯状の樹林等である。類似のものとして、例えば、水害防備林がある。河道のピーク流
量を低減させたり流下能力を向上させたりする機能はないが、越流時における堤防の安全性の向上、
堤防の決壊時の決壊部分の拡大抑制等の機能を有する。このような機能が発現する場所は対策実施箇
所付近である。

大野川水系大野川【大分県】



２２．宅地のかさ上げ・ピロティ建築等

37

＜概要＞

宅地のかさ上げ、ピロティ建築等は、盛土して宅地の地盤高を高くしたり、建築構造を工夫したりす
ることによって、浸水被害の抑制等を図る方策である。なお、ピロティ建築とは、１階は建物を支持
する独立した柱が並ぶ空間となっており、２階以上を部屋として利用する建築様式である。なお、古
くから、盛土して氾濫に対応する「水屋」、「水塚（みづか）」と呼ばれる住家等がある。建築基準
法による災害危険区域の設定等の法的措置によって、宅地のかさ上げやピロティ建築等を誘導するこ
とができる。効果が発現する場所はかさ上げやピロティ化した住宅であり、個人や個別の土地等の被
害軽減を図る対策として、かさ上げやピロティ化により浸水被害を軽減する。当該方策そのものに下
流の河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりする機能はない。なお、他の方策（遊
水機能を有する土地の保全等）と併せて対策が行われれば、下流の河道流量が低減する場合がある。

高床形式（ピロティ）家屋イメージ

※ピーク流量：一般的にはある洪水における最大流量
※流下能力：川が流すことのできる洪水の規模（流量）



２３．土地利用規制

38

＜概要＞

土地利用規制は、浸水頻度や浸水のおそれが高い地域において、土地利用の規制・誘導によって被害
を抑制する方策である。建築基準法による災害危険区域の設定等がある。災害危険区域条例では、想
定される水位以上にのみ居室を有する建築物の建築を認める場合がある。土地利用規制により現況を
維持することで、浸水頻度や浸水のおそれが高い地域への現状以上の資産の集中を抑制することが可
能となる。効果が発現する場所は規制された土地であり、個人や個別の土地等の被害軽減を図る対策
として、規制の内容によっては、浸水被害を軽減する。当該方策そのものに下流の河道のピーク流量
を低減させたり流下能力を向上させたりする機能はない。なお、他の方策（遊水機能を有する土地の
保全等）と併せて対策が行われれば、下流の河道流量が低減する場合がある。

緑 川

災害危険区域

災害危険区域

保全人家

災害危険区域

津
留
川

輪中堤

緑川水系緑川【熊本県】

※ピーク流量：一般的にはある洪水における最大流量
※流下能力：川が流すことのできる洪水の規模（流量）



２４．水田等の保全

39

＜概要＞

水田等の保全は、雨水を一時貯留したり、地下に浸透させたりするという水田の機能を保全すること
である。治水計画は、一般的に水田を含む現況の土地利用のもとで降雨が河川に流出することを前提
として策定されており、現況の水田の保全そのものに下流の河道のピーク流量を低減させたり流下能
力を向上させたりする機能はない。なお、治水上の機能を現状より向上させるためには、畦畔のかさ
上げ、落水口の改造工事等やそれを継続的に維持し、降雨時に機能させていくための措置が必要とな
ると考えられる。効果が発現する場所は水田等の下流であるが、内水対策として対策実施箇所付近に
効果がある場合もある。

※ピーク流量：一般的にはある洪水における最大流量
※流下能力：川が流すことのできる洪水の規模（流量）



２５．森林の保全

40

＜概要＞

森林の保全は、主に森林土壌の働きにより、雨水を地中に浸透させ、ゆっくり流出させるという森林
の機能を保全することである。良好な森林からの土砂流出は少なく、また風倒木等が河川に流出して
災害を助長すること等がある。そして森林面積を増加させる場合や顕著な地表流の発生がみられるほ
ど荒廃した森林を良好な森林に誘導した場合、洪水流出を低下させる可能性がある。しかし、顕著な
地表流の発生が見られない一般の森林では、森林に手を入れることによる流出抑制機能の改善は、森
林土壌がより健全な状態へと変化するのに相当の年数を要するなど不確定要素が大きく、定量的な評
価が困難であるという課題がある。



２６．洪水の予測、情報の提供等

41

＜概要＞

降雨は自然現象であり、現状の安全度を大きく上回るような洪水や計画で想定しているレベルの洪水
を大きく上回るような洪水が発生する可能性がある。その際、住民が的確で安全に避難できるように、
洪水の予測や情報の提供等を行い、被害の軽減を図ることは重要な方策である。洪水時に備えてハ
ザードマップを公表したり、洪水時に防災無線、テレビ･ラジオ、携帯電話等によって情報を提供した
りすることが不可欠である。氾濫した区域において、洪水発生時の危機管理に対応する対策として、
人命など人的被害の軽減を図ることは可能である。ただし、一般的に家屋等の資産の被害軽減を図る
ことはできない。下流の河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりする機能はない。

※ピーク流量：一般的にはある洪水における最大流量
※流下能力：川が流すことのできる洪水の規模（流量）



２７．水害保険等

42

＜概要＞

水害保険等は、家屋、家財の資産について、水害に備えるための損害保険である。一般的に、日本で
は、民間の総合型の火災保険（住宅総合保険）の中で、水害による損害を補償しているが、米国にお
いては、水害リスクを反映した公的洪水保険制度がある。下流の河道のピーク流量を低減させたり流
下能力を向上させたりする機能はない。氾濫した区域において、個人や個別の土地等の被害軽減を図
る対策として、水害の被害額の補填が可能となる。なお、河川整備水準を反映して保険料率に差を設
けることができれば、土地利用誘導・建築方式対応等の手法として検討することができる。

※ピーク流量：一般的にはある洪水における最大流量
※流下能力：川が流すことのできる洪水の規模（流量）
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 第1回肝属川水系学識者懇談会における現地視察行程表

※整備計画の概要説明 屋治橋（車上） 沢尻橋（降車） 鉄道橋（降車） きもつき川水辺館前（車上）

大隅河川国道官用車

長谷堰（降車） 霧島大橋（降車） 岩弘地区（降車） 大坪地区（降車） 第二有明橋（降車）

大隅河川国道官用車

大隅河川国道官用車

【平成２３年７月２６日（火）　１４：１５～１７：００】

大隅河川国道事務所
（出発）

①高山川
(右岸2k400～3k000）

②肝属川（下谷川合流点）
(左岸16k800）

③下谷川
（左岸1k000)

④肝属川鹿屋市街地部
（左岸18k800）

15:10 15:15 15:20

⑤肝属川上流部
(左右岸23k500）

⑥串良川上流部
（右岸9k400）

⑦串良川中流部
（右岸5k600）

⑧肝属川下流部
（左岸5k400～5K900)

⑨肝属川下流部
（右岸0k500)

14:15

15:30 15:55 16:00 16:05 16:15

15:0514:20 14:25 14:45 14:55

16:25 16:30 16:35 16:4515:25

大隅河川国道事務所
（到着）

17:00



2

鹿屋市

肝付町

東串良町

現地視察行程ル－ト

大塚原前橋

⑥串良川上流部
（霧島大橋）

⑦串良川中流部
（岩弘地区）

⑧肝属川下流部
（大坪地区）

⑤肝属川上流区間
（長谷堰）

大隅河川国道事務所
（出発・到着場所）

③下谷川
（鉄道橋）

②肝属川鹿屋市街地部
（沢尻橋）

⑨肝属川下流部
（第二有明橋）

①高山川（屋治橋）

屋治橋

＊河川環境が豊かで河川利用が多い代表的な支川

＊人口、資産が集中する鹿屋市を流れ、
特に安全性が低く、緊急性を要して
いた下谷川の改修事業完了（H22)

＊洪水時における住民避難の一助となる
「川の警告灯」を設置(H22)

④水辺プラザ事業
(H18年度完成）

＊鹿屋市の再開発事業
と連携し、事業実施

＊感潮域、多様な生態系を育む
感潮区間
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河川整備予定箇所と
対策手法検討内容

4



支
川
串
良
川
→

←
支
川
姶
良
川

肝属川本川→

支川下谷川→

大隅河川国道事務所

串良川上流

（現状）堤防の未完成

（対策）築堤

串良川中流

（現状）河積不足

（対策）掘削

肝属川上流

（現状）固定堰による堰上げ、

河積不足

（対策）固定堰改築、掘削

肝属川下谷川合流点

（現状）河積不足

（対策）掘削

姶良川

（現状）床止めによる堰上げ、

河積不足

（対策）床止の天端切下、掘削

高山川

（現状）河積不足

（対策）掘削

甫木水門

（現状）排水能力不足

（対策）改築

高潮区間

（現状）高潮堤防高不足

（対策）高潮堤築造

河川整備予定箇所

②

⑤
⑥

⑦

⑧

⑨

No ：現地視察の順序No

※ ※

No ：洪水対策実施箇所

No ：内水対策実施箇所

No ：高潮対策実施箇所

※ ：高山川及び姶良川については、串良川中流と同様な
河道掘削を行うため、本日の視察では代表地点とし
て串良川中流を視察。
肝属川鹿屋市街地部については、肝属川上流の堰上
流と同様な河道掘削を行うため、本日の現地視察で
は代表地点として肝属川上流を視察。

肝属川鹿屋市街地部

（現状）河積不足

（対策）掘削

※

No ：シラス堤強化対策

←
支

川
高

山
川

岩弘地区

池之園地区

大坪地区

新富地区

中村園地区

田崎地区

宮下北地区

岩弘下地区

茶園地区

⑧

5

Ｎ

①

高山川屋治橋付近

下谷川鉄道橋

③

④ 水辺プラザ事業



河川整備対策手法検討内容

《治水対策（ハード整備）メニューの選定結果》

No. 箇所名
一次選定による

抽出案

二次選定による

採用案
備考

2 肝属川下谷川合流点
《河川を中心とした対策》 河道の掘削、引堤

《流域を中心とした対策》 なし
河道の掘削 P11～18参照

5 肝属川上流
《河川を中心とした対策》 河道の掘削

《流域を中心とした対策》 宅地の嵩上げ
河道の掘削 P25～32参照

6 串良川上流
《河川を中心とした対策》 河道の掘削、築堤

《流域を中心とした対策》 輪中堤、宅地の嵩上げ
築堤 P33～41参照

7 串良川中流
《河川を中心とした対策》 河道の掘削、引堤

《流域を中心とした対策》 なし
河道の掘削 P43～50参照

8 甫木水門 - - 水門改築

8 シラス堤強化対策 - - 全面被覆工法

9 高潮区間
《河川を中心とした対策》 築堤（高潮堤防）

《流域を中心とした対策》 宅地の嵩上げ
築堤（高潮堤防） P57～64参照

－ 肝属川鹿屋市街地部
《河川を中心とした対策》 河道の掘削、引堤

《流域を中心とした対策》 なし
河道の掘削 P65～72参照

－ 高山川
《河川を中心とした対策》 河道の掘削、引堤

《流域を中心とした対策》 なし
河道の掘削 P73～80参照

－ 姶良川
《河川を中心とした対策》 河道の掘削、引堤

《流域を中心とした対策》 なし
河道の掘削 P81～88参照

※ No.は現地視察のNo.を示す

6
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現地視察箇所毎の現状と対策手法検討内容

8



①高山川（屋治橋付近）

9



10

高山橋

屋冶橋

釣 り
水生生物調査

カヌー下り

花火大会

移動ル－ト

支川高山川の河川環境及び河川利用状況 ①現地視察
のNo

やぶさめ祭り

遊 泳

流鏑馬（やぶさめ）流鏑馬（やぶさめ）
（鹿児島県無形民俗文化財）（鹿児島県無形民俗文化財）



②肝属川鹿屋市街地部
（沢尻橋）

11



②肝属川（下谷川合流点）

肝
属

川
→

下谷川→

肝
属

川
→

12

現地視察
のNo ②

狩長橋

沢尻橋

田崎大橋

国
司
橋

下
谷
第
一
床
止

視察場所降車

乗車

徒歩



13

肝属川→

肝
属

川
→

下谷川→

鹿
屋
分
水
路
川
→

肝属川16ｋ800

16ｋ800

計画高水位 14.42m

現地視察
のNo ②

新
川
田
崎
大
橋

沢
尻
橋

狩
長
橋

田
崎
大
橋

国
司
橋 視察場所降車

乗車

徒歩



河川環境における現状

○下谷川合流点下流付近では、水際の植生や淵が形成されており、オイカワ
や緩やかな流れを好むカワムツ、メダカ、ドジョウ等が生息している。

○河岸には砂州が形成され、砂州の上にはツルヨシ群落が形成されている。

沢尻橋より上流 沢尻橋より下流

沢尻橋

16k000

肝属川→

17k000

狩長橋

古
城
橋

栄
橋

昭
栄
橋

朝
日
橋

平
和
橋

新
町
橋

柳
橋

見
取
橋

安住寺橋

打
馬
床
止

19k000

下
谷

川
→

鹿屋分水路 →

オイカワ、カワムツetc

18k000

鹿
屋
橋

治水面における現状と課題

下谷川合流点付近の肝属川本川水位縦断図

○鹿屋市街地下流部の肝属川本川17.0k～17.8k区間は、河積不足により水位が上昇することか
ら越水による浸水被害や河岸崩壊等の危険性が高い。

○このため、鹿児島県と連携して実施している下谷川改修と合わせ、治水対策（ハード整備）によ
り、水位低下を図る必要がある。

肝属川の被災状況
（朝日橋上流）
昭和51年6月洪水

古城橋より上流 古城橋より下流
こ じ ょ う こ じ ょ う

②肝属川（下谷川合流点）

14

18k17k16k

鹿屋分水路合流

下谷川合流

新川田崎大橋 狩長橋沢尻橋 古城橋
栄橋

13.0

13.5

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

↑

標

高

(TPm)

：HWL

：計算水位（現況河道_整備計画流量）

下谷川合流点付近の
河積不足

整備必要箇所

②現地視察
のNo



河川整備対策手法検討内容（肝属川下谷川合流点）

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

1 ダム（新規） △ △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、新規ダムの建設には多大な時間及び費用が必要となり、現
実的ではない。

2 ダムの有効活用 ○ × ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内の既設ダムのみでは十分な効果が期待できない。

3 遊水地等 × △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内に適地が存在しない。

4 放水路 △ △ ○
洪水を分流させて洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、建設には多大な時間及び費用が必要となり、現実的で
はない。

5 河道の掘削 ○ ○ ○ ○
河道内を掘削することで、流下断面を拡大し河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

6 引堤 ○ ○ ○ ○
堤内地に新たな堤防を作ることで、流下断面を拡大して河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

7 堤防のかさ上げ ○ ○ △
堤防をかさ上げすることで、流下断面を拡大して流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、上下流の安全度
バランスが保てなくなる事や破堤時のダメージポテンシャルが増大する等の問題点があり、現実的ではない。

8 河道内の樹木伐採 × ○ ○
河道内の樹木を伐採し、流下断面を拡大して河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、肝属川の河
道内には樹木がほとんど存在しない。

9 決壊しない堤防 ○ × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。

10 決壊しづらい堤防 ○ × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。

11 高規格堤防 × ○ ○
堤内地側の堤防幅が非常に広い堤防であり、計画高水位以上の水位の流下に対して決壊しない対策であり、沿川地域の土地利
用及び都市基盤施設との整合を図り進めていくものであるが、肝属川では適地がない。

12 排水機場 × × ○
河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりするものではなく、外水対策としての効果は見込めない。

13 築堤 × － ○
既定の堤防の高さ及び幅が既に確保されている。

一次選定による対策案の抽出結果 ＜河川を中心とした対策＞

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

肝属川下谷川合流点肝属川下谷川合流点
１次選定１次選定

現地視察
のNo

15

②



一次選定による対策案の抽出結果 ＜流域を中心とした対策＞

河川整備対策手法検討内容（肝属川下谷川合流点）

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

14 雨水貯留施設 ○ × △
雨水を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を貯留させるための学校・運動場・公園等の敷地面積はわずかであり、十分
な効果を期待できない。

15 雨水浸透施設 ○ × △
雨水を浸透させて洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を浸透させるための道路等の面積はわずかであり、都市部が少ない肝属
川流域では、十分な効果を期待できない。

16
遊水機能を有する
土地保全

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川にはこのような遊水機能を持つ適地は存在しない。

17
部分的に低い堤防
の存置

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には部分的に低い堤防は存在しない。

18 霞堤の存置 × × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には霞堤は存在しない。

19 輪中堤 × ○ ○
一部の地域のみを堤防で囲み浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効であるが 、拡散型氾濫形態であ

る当該区間には適さない。

20 二線堤 ○ × ○
洪水はん濫の拡大を防止する対策であり、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

21 樹林帯等 ○ × ○
堤防の治水機能を維持増進し、洪水流を緩和する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

22
宅地嵩上げ・ピロ
ティ建築等

× ○ ○
盛土して宅地の地盤高を高くしたりすることにより、浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効であるが、拡
散型氾濫形態である当該区間には適さない。

23 土地利用規制 ○ × ○
浸水の恐れが高い地域において、土地利用の規制・誘導により被害を抑制する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定
量的な効果は見込めない。

24 水田等の保全 ○ × ○
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、現状の治水機能を向上させるには現況水田の改造工事等が必要となり、
現実的ではない。また、効果を定量的に評価するのも困難である。

25 森林の保全 ○ × ×
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、定量的な効果を把握するのが困難である。

26
洪水の予測、情報
の提供

○ × ○
避難等のソフト対策に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策として定量的な効
果を見込めない。

27 水害保険等 ○ × －
洪水で被害を受けた際の損害の補償に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策
として定量的な効果を見込めない。

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

肝属川下谷川合流点肝属川下谷川合流点 １次選定１次選定

現地視察
のNo

16

②



河川整備対策手法検討内容（肝属川下谷川合流点）

肝属川下谷川合流点肝属川下谷川合流点 ２次選定２次選定

《２次選定のための概略検討結果》

河道の掘削

引 堤

肝属川→

肝属川→

下
谷

川
→

下
谷

川
→

16k4

16k616k8

17k0

16k4

16k616k8

17k0

５m程度の引堤

河道掘削◆約１０千m3の河道掘削

◆１橋（沢尻橋）の橋梁改築

◆約５００m区間で約５ｍ程度の引堤

◆１橋（沢尻橋）の橋梁改築

沢尻橋

沢尻橋

河道の掘削のイメージ

引堤のイメージ

コスト：約６億円程度

コスト：約９億円程度

改築

改築

現地視察
のNo

17

Ｎ

Ｎ

②



対策案
評 価 軸 事務局

案
安全度 コスト 実現性 持続性 柔軟性 地域社会への影響 環境への影響

河道の掘削
目標の安全度を確
保できる。

引堤案と比較すると
安い。

(約6億円)

河道内の処理のみ
で可能であるため、
実現性は高い。

掘削後の再堆積状
況等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが必
要である。

掘削量の増減などに
より比較的柔軟な対
応が可能。

1橋の橋梁架け替えが

必要となるが、その他
は河道内の掘削のみ
であるため、影響は少
ない。

掘削により水域環境
への影響が懸念され
る。

◎

引堤
目標の安全度を確
保できる。

用地及び家屋補
償が必要となり、
事業費が多大にな
る。

（約9億円）

用地及び家屋補償
が伴い、実現性は
低い。

引堤後の再堆積状
況等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが
必要である。

新たな築堤や旧堤
撤去が必要であり
、柔軟な対応は困
難。

家屋や商業施設移
転が必要となり、影
響は大きい。

河道内環境を改変
することによる影響
が懸念される。

○

○

○

×

○

×

△

△

○

×

△

×

△

△

《２次選定による対策案選定結果》

河川整備対策手法検討内容（肝属川下谷川合流点）

肝属川下谷川合流点肝属川下谷川合流点 ２次選定２次選定

現地視察
のNo

18

②



③下谷川（鉄道橋付近）

19



下谷川改修事業
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６月１９日〔時間〕

避難判断水位（改修後）

はん濫危険水位（改修後）

はん濫危険水位（改修前）

避難判断水位（改修前）

下谷川

鹿屋市役所

下谷川改修事業区間
L=700m

河道掘削、護岸根継工、
床止改築
（H18～H22.6完了）

肝属川水系下谷川では、平成22年の梅雨において、平成22年6月に完了した下谷川の改修の効果により、避難判断水位超過が３度回避された。

◆◆事業内容事業内容

○累加雨量は平成２２年６月１２日から７月１８
日の３７日間で年間降水量の約１／２に達し、
連続雨量100ｍｍを超す降雨を４回記録

・事業主体 ：国土交通省
・事業着手年度：平成１８年度
・主な事業内容：河道掘削、護岸根継工、床止改築等
・事業目標 ：1/30規模の流下能力確保

肝属川水系流域図

下谷川

◆◆出水状況出水状況
◆◆整備効果整備効果

○改修事業の効果に
より、３度の避難判断
水位超過を回避！

鉄道橋水位観測所（1k076）

鉄道橋水位観測所

改修による
水位低減効果

梅雨期総雨量 1,214mm

連続雨量100mm超過回数 ４回

最大時間雨量 45mm

最大連続雨量 260mm

今回の出水概要

改 修 前 河 道

３回

改修後河道（今回）

０回

避難判断水位超過回数

断面Ａ

６月１９日出水

改修前水位

改修後水位

改修前河床
改修後河床

流域面積：10km2
直轄管理区間：1.2km

断面Ａ

HWL

①根継工

②河床掘削

【標準横断図】
約13m

約5m

③現地視察
のNo



川の警告灯の設置

警告灯

鉄道橋水位観測所

下谷川

住民避難に役立つ情報提供

川の警告灯の設置川の警告灯の設置

鉄道橋水位観測所

電波式水位計

下谷川

【状 況】H22年6月に必要優先度の高い支川下谷川で警告灯を整
備。整備目的を正しく理解して頂くために、鹿屋市と協力
して地元説明や意見聴取を実施。また、より一層、 整備
目的を理解してもらうために説明看板も併せて設置。

【効果・反応】今後は整備箇所の効果や地域の要望等の調査を行い、
必要箇所について整備を実施する。

警報装置のイメージ図

説明看板

③現地視察
のNo

21



22



④肝属川鹿屋市街地部

23

水辺プラザ事業



水辺プラザ
事業区間
L=1,１００ｍ

肝
属
川

鹿屋市街地部の河川環境の改善を図るため、鹿屋市の
市街地再開発事業と連携して、水辺プラザ事業（４つの
ゾーニング）を実施（平成14年度～18年度）

鹿屋市街地部の河川環境の改善を図るため、鹿屋市の
市街地再開発事業と連携して、水辺プラザ事業（４つの
ゾーニング）を実施（平成14年度～18年度）

④イベント広場ゾーン

①護岸壁面修景ゾーン

③ワンドゾーン

②散策路ゾーン

鹿屋小との水生生物調査

たき火ライブの様子（毎月１回実施）

きもつき川水辺館

現在地

鹿屋市の市街地再開発事業

リナシティのかのや

水 辺 プ ラ ザ 事 業
現地視察

のNo ④

24



⑤肝属川上流区間
（長谷堰）

25



⑤肝属川上流部

肝属川→

26

現地視察
のNo

視察場所

長谷堰

大園橋 祓川橋

第一郷田堰

外園橋

⑤



肝
属
川
→

肝属川23ｋ600

23ｋ600

27

計画高水位 38.39m

現地視察
のNo

長谷堰
大園橋

祓
川
橋

第
一
郷
田
堰

外
園
橋

⑤

視察場所



治水面における現状と課題

河川環境における現状

○当該区間は、長谷堰の堰上げによる湛水区間となっている。

○湛水域は、緩やかな流れを好むカワムツ、ギンブナ、カマツカ、メダ
カ、ドジョウ等の魚類が生息している。

○河岸には河畔林（マダケ植林、スギ・ヒノキ植林）が連続しており、魚
付林として機能していると考えられる。

○22.6km付近には、ゲンジボタルが生息している。

○肝属川上流部は、固定堰による堰上げや河積不足のため、洪水
時の水位がHWLを大きく超えることから、氾濫被害の可能性が高
い。

○このため、治水対策（ハード整備）により、氾濫被害の軽減を図る
必要がある。

：家屋敷高

長谷堰（下流より）

23k000

23k700

外園橋

大園橋

第一郷田堰

長谷堰

祓川橋

河畔林
（スギ・ヒノキ植林）

カワムツ、ギンブナ、
カマツカetc

第二郷田堰

湛水区間

湛水区間

湛水区間

肝属川→

河畔林
（マダケ植林）

23k600

23k400
23k200

22k800

22k600

22k400

⑤肝属川上流部

28

大園橋より下流

大園橋長谷堰

外園橋

32

34

36

38

40

42

↑

標

高

(TPm)

：HWL

：計画堤防高

：現況堤防高_左岸

：現況堤防高_右岸

：河床高（現況河道）

：計算水位（現況河道_整備計画流量）

23ｋ723ｋ6
23ｋ4

23ｋ2
23ｋ0

←肝属川
←肝属川

：現況河道での浸水区域

家屋浸水が発生家屋浸水が発生

23ｋ2 23ｋ4 23ｋ6 23ｋ7

長谷堰

固定堰（長谷堰）による堰上げ、河積不足

家屋浸水が発生家屋浸水が発生
（家屋が存在する箇所で（家屋が存在する箇所で
水位が堤防高を超える）水位が堤防高を超える）

整備必要箇所

⑤現地視察
のNo

※家屋浸水は生じない
（田畑の浸水のみ）

※家屋浸水は生じない
（田畑の浸水のみ）



河川整備対策手法検討内容（肝属川上流）

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

1 ダム（新規） △ △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、新規ダムの建設には多大な時間及び費用が必要となり、現
実的ではない。

2 ダムの有効活用 ○ × ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内の既設ダムのみでは十分な効果が期待できない。

3 遊水地等 × △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内に適地が存在しない。

4 放水路 △ △ ○
洪水を分流させて洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、建設には多大な時間及び費用が必要となり、現実的で
はない。

5 河道の掘削 ○ ○ ○ ○
河道内を掘削することで、流下断面を拡大し河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

6 引堤 × ○ ○
堤内地に新たな堤防を作る（当該区間は掘込区間であるため、河道を拡幅する）ことで、流下断面を拡大して河道の流下能力を向
上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、当該区間では、河道の拡幅により守るべき家屋等がなくなるため適用しない。

7 堤防のかさ上げ ○ ○ △
堤防をかさ上げすることで、流下断面を拡大して流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、上下流の安全度
バランスが保てなくなる事や破堤時のダメージポテンシャルが増大する等の問題点があり、現実的ではない。

8 河道内の樹木伐採 × ○ ○
河道内の樹木を伐採し、流下断面を拡大して河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、肝属川の河
道内には樹木がほとんど存在しない。

9 決壊しない堤防 ○ × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。また当該区間は掘込区間であり、適用できない。

10 決壊しづらい堤防 ○ × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。また当該区間は掘込区間であり、適用できない。

11 高規格堤防 × ○ ○
堤内地側の堤防幅が非常に広い堤防であり、計画高水位以上の水位の流下に対して決壊しない対策であり、沿川地域の土地利
用及び都市基盤施設との整合を図り進めていくものであるが、肝属川では適地がない。

12 排水機場 × × ○
河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりするものではなく、外水対策としての効果は見込めない。

13 築堤 × － ○
当該区間は掘込区間であり、適用できない。

一次選定による対策案の抽出結果 ＜河川を中心とした対策＞

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

肝属川上流肝属川上流
１次選定１次選定

現地視察
のNo

29

⑤



一次選定による対策案の抽出結果 ＜流域を中心とした対策＞

河川整備対策手法検討内容（肝属川上流）

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

14 雨水貯留施設 ○ × △
雨水を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を貯留させるための学校・運動場・公園等の敷地面積はわずかであり、十分
な効果を期待できない。

15 雨水浸透施設 ○ × △
雨水を浸透させて洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を浸透させるための道路等の面積はわずかであり、都市部が少ない肝属
川流域では、十分な効果を期待できない。

16
遊水機能を有する
土地保全

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川にはこのような遊水機能を持つ適地は存在しない。

17
部分的に低い堤防
の存置

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には部分的に低い堤防は存在しない。

18 霞堤の存置 × × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には霞堤は存在しない。

19 輪中堤 ○ ○ △
一部の地域のみを堤防で囲み浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効であるが 、固定堰の堰上げの影

響により水位が高く、計画堤防高以上の堤防が必要となるため適用しない。

20 二線堤 ○ × ○
洪水はん濫の拡大を防止する対策であり、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

21 樹林帯等 ○ × ○
堤防の治水機能を維持増進し、洪水流を緩和する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

22
宅地嵩上げ・ピロ
ティ建築等

○ ○ ○ 盛土して宅地の地盤高を高くしたりすることにより、浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効である。

23 土地利用規制 ○ × ○
浸水の恐れが高い地域において、土地利用の規制・誘導により被害を抑制する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定
量的な効果は見込めない。

24 水田等の保全 ○ × ○
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、現状の治水機能を向上させるには現況水田の改造工事等が必要となり、
現実的ではない。また、効果を定量的に評価するのも困難である。

25 森林の保全 ○ × ×
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、定量的な効果を把握するのが困難である。

26
洪水の予測、情報
の提供

○ × ○
避難等のソフト対策に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策として定量的な効
果を見込めない。

27 水害保険等 ○ × －
洪水で被害を受けた際の損害の補償に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策
として定量的な効果を見込めない。

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

肝属川上流肝属川上流 １次選定１次選定

現地視察
のNo

30

⑤



河川整備対策手法検討内容（肝属川上流）

肝属川上流肝属川上流 ２次選定２次選定

《２次選定のための概略検討結果》

河道の掘削

宅地の嵩上げ

◆約５千m3の河道掘削

◆１堰（長谷堰）の改築（可動堰化）

◆約３０戸の宅地嵩上げ

23k6

23k4
大
園
橋

←
肝

属
川

長
谷
堰

改築 河道掘削

23k6

23k4
大
園
橋

←
肝

属
川

長
谷
堰

コスト：約６億円程度

コスト：約６億円程度

約３０戸の嵩上げ

河道の掘削のイメージ

宅地の嵩上げのイメージ

※固定堰による堰上げの影響によ り、計画堤防高以上の高さまで のかさ上げが必要となる。

現地視察
のNo

31
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対策案
評 価 軸 事務局

案
安全度 コスト 実現性 持続性 柔軟性 地域社会への影響 環境への影響

河道の掘削
目標の安全度を確
保できる。

固定堰改築が必要
となるが、宅地のか
さ上げと 比較する
と若干安い。

（約6億円）

河道内の処理のみ
で可能であり、堰か
らの取水も維持でき
、実現性は高い。

掘削後の河床変動
状況等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが
必要である。地元水
利組合との調整が必
要。

掘削量の増減などに
より比較的柔軟な対
応が可能。

河道内の掘削のみで
あるため、影響は少な
い。

掘込河道であるため
河床掘削が必要とな
り、水域環境への影
響が大きい。

◎

宅地の嵩上げ
目標の安全度を確
保できる。

多数の家屋かさ上
げが必要となるが
、河道の掘削と比
較すると若干高い
。

（約6億円）

多数の家屋におい
て、計画堤防高以
上のかさ上げが必
要となり、実現性は
低い。

宅地のかさ上げ後
は一定の安全度を
持続できる。

さらなる宅地のかさ
上げが必要となり、
柔軟な対応は困難
。

多数の家屋が対象と
なることから、影響は
大きい。

河道内の掘削等は
ないため、環境上
の影響はほとんど
ない。

○

○

○

△

○

×

△

○

○

×

○

×

×

×

《２次選定による対策案選定結果》

肝属川上流肝属川上流 ２次選定２次選定

河川整備対策手法検討内容（肝属川上流）
現地視察

のNo
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⑥串良川上流部
（霧島大橋）

33



⑥串良川上流部

串
良
川
→

34

現地視察
のNo ⑥

林田堰

林田橋

視察場所

霧島大橋



串良川→

串良川9ｋ400

9ｋ400

35

計画高水位 16.94m

現地視察
のNo ⑥

林田堰

林田橋

霧島大橋

視察場所



カワムツ、カマツカ
ギンブナetc

串
良

川
→

治水面における現状と課題

河川環境における現状

○串良川上流部は、堤防未完成区間が存在する。

○堤防未完成区間からの溢水により、平成１７年９月洪水等で浸水被害が発生している。

○このため、治水対策（ハード整備）により、浸水被害の軽減を図る必要がある。

○当該区間は、林田堰及び川原園堰の堰上げによる湛水区間となっている。

○河岸には河畔林（マダケ植林）が連続している。

■林田堰上流の湛水区間と連続する河畔林

近景 遠景
下
中
橋

林
田
堰

10k000

川
原
園
堰

林
田
橋

9k000

河畔林
（マダケ植林）

河畔林
（マダケ植林）

湛水区間

湛水区間

⑥串良川上流部
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：現況河道での浸水区域

家屋浸水が発生家屋浸水が発生

8k 9k 10k

下中橋

川原園堰林田堰

林田橋

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

↑

標

高

(TPm)

：HWL
：現況河道最深河床高
：現況堤防高_左岸
：現況堤防高_右岸
：計画堤防高
：計算水位（現況河道_整備計画流量）

：家屋敷高

家屋浸水が発生家屋浸水が発生
（家屋が存在する箇所で（家屋が存在する箇所で
水位が堤防高を超える）水位が堤防高を超える）

固定堰（林田堰）による堰上げ、河積不足

整備必要箇所

⑥現地視察
のNo

林田堰



河川整備対策手法検討内容（串良川上流）

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

1 ダム（新規） △ △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、新規ダムの建設には多大な時間及び費用が必要となり、現
実的ではない。

2 ダムの有効活用 ○ × ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内の既設ダムのみでは十分な効果が期待できない。

3 遊水地等 × △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内に適地が存在しない。

4 放水路 △ △ ○
洪水を分流させて洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、建設には多大な時間及び費用が必要となり、現実的で
はない。

5 河道の掘削 ○ ○ ○ ○
河道内を掘削することで、流下断面を拡大し河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

6 引堤 × ○ ○
堤内地に新たな堤防を作る（当該区間は掘込区間であるため、河道を拡幅する）ことで、流下断面を拡大して河道の流下能力を向
上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、当該区間では、引堤により守るべき家屋等が減少するため適用しない。

7 堤防のかさ上げ ○ ○ △
堤防をかさ上げすることで、流下断面を拡大して流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、上下流の安全度
バランスが保てなくなる事や破堤時のダメージポテンシャルが増大する等の問題点があり、現実的ではない。

8 河道内の樹木伐採 × ○ ○
河道内の樹木を伐採し、流下断面を拡大して河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、肝属川の河
道内には樹木がほとんど存在しない。

9 決壊しない堤防 ○ × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。

10 決壊しづらい堤防 ○ × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。

11 高規格堤防 × ○ ○
堤内地側の堤防幅が非常に広い堤防であり、計画高水位以上の水位の流下に対して決壊しない対策であり、沿川地域の土地利
用及び都市基盤施設との整合を図り進めていくものであるが、肝属川では適地がない。

12 排水機場 × × ○
河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりするものではなく、外水対策としての効果は見込めない。

13 築堤 ○ ○ ○ ○
既定の堤防の高さ及び幅を確保することで、流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

一次選定による対策案の抽出結果 ＜河川を中心とした対策＞

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

串良川上流串良川上流
１次選定１次選定

⑥現地視察
のNo

37



一次選定による対策案の抽出結果 ＜流域を中心とした対策＞

河川整備対策手法検討内容（串良川上流）

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

14 雨水貯留施設 ○ × △
雨水を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を貯留させるための学校・運動場・公園等の敷地面積はわずかであり、十分
な効果を期待できない。

15 雨水浸透施設 ○ × △
雨水を浸透させて洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を浸透させるための道路等の面積はわずかであり、都市部が少ない肝属
川流域では、十分な効果を期待できない。

16
遊水機能を有する
土地保全

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川にはこのような遊水機能を持つ適地は存在しない。

17
部分的に低い堤防
の存置

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には部分的に低い堤防は存在しない。

18 霞堤の存置 × × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には霞堤は存在しない。

19 輪中堤 ○ ○ ○ ○
一部の地域のみを堤防で囲み浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効である。

20 二線堤 ○ × ○
洪水はん濫の拡大を防止する対策であり、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

21 樹林帯等 ○ × ○
堤防の治水機能を維持増進し、洪水流を緩和する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

22
宅地嵩上げ・ピロ
ティ建築等

○ ○ ○ ○
盛土して宅地の地盤高を高くしたりすることにより、浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効である。

23 土地利用規制 ○ × ○
浸水の恐れが高い地域において、土地利用の規制・誘導により被害を抑制する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定
量的な効果は見込めない。

24 水田等の保全 ○ × ○
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、現状の治水機能を向上させるには現況水田の改造工事等が必要となり、
現実的ではない。また、効果を定量的に評価するのも困難である。

25 森林の保全 ○ × ×
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、定量的な効果を把握するのが困難である。

26
洪水の予測、情報
の提供

○ × ○
避難等のソフト対策に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策として定量的な効
果を見込めない。

27 水害保険等 ○ × －
洪水で被害を受けた際の損害の補償に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策
として定量的な効果を見込めない。

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

串良川上流串良川上流 １次選定１次選定

⑥現地視察
のNo
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河川整備対策手法検討内容（串良川上流）

串良川上流串良川上流 ２次選定２次選定

《２次選定のための概略検討結果１》

河道の掘削

築 堤

◆約４０千m3の河道掘削

◆１堰（林田堰）の改築（可動堰化）

◆約４０千m3の築堤

◆築堤に伴う樋管の新設

串良川→ 林
田
堰

9k0

10k0

河道掘削

串良川→ 林
田
堰

9k0

10k0

築堤

樋管新設

コスト：約１４億円程度

コスト：約４億円程度

河道の掘削のイメージ

築堤のイメージ

現地視察
のNo

39

築
堤

改築

Ｎ

Ｎ

⑥



河川整備対策手法検討内容（串良川上流）

串良川上流串良川上流 ２次選定２次選定

《２次選定のための概略検討結果２》

輪中堤

宅地の嵩上げ

◆約４０戸を対象に輪中堤を築堤

◆約４０戸の宅地嵩上げ

串良川→ 林
田
堰

9k0

10k0

串良川→ 林
田
堰

9k0

10k0

輪中堤

約40戸の

宅地の嵩上げ

輪中堤のイメージ

築
堤

宅地の嵩上げのイメージ

コスト：約７億円程度

コスト：約４億円程度

現地視察
のNo

40

Ｎ

Ｎ

⑥



対策案
評 価 軸 事務局

案
安全度 コスト 実現性 持続性 柔軟性 地域社会への影響 環境への影響

河道の掘削
目標の安全度を確
保できる。

固定堰改築が必要
となり、他案と比較
して高い。

（約14億円）

河道内の処理のみ
で可能であり、堰か
らの取水も維持でき
、実現性は高い。

掘削後の河床変動
状況等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが
必要である。地元水
利組合との調整が必
要。

掘削量の増減などに
より比較的柔軟な対
応が可能。

河道内の掘削のみで
あるため、影響は少な
い。

河床掘削が必要とな
り、水域環境への影
響が大きい。

築 堤
目標の安全度を確
保できる。

樋管の新設が必要
となるが、他案と比
較して安い。

（約4億円）

若干の用地買収が
必要であるが、他案
と比較すると実現性
は高い。

築堤後は一定の安
全度を持続できる。

築堤高等の増減など
により比較的柔軟な
対応が可能。

田畑の用地買収が必
要であるが、地域社会
への影響は少ない。

築堤工事にあたり、
河畔林を伐開する必
要が生じることによ
る影響が懸念される
。

◎

輪 中 堤
目標の安全度を確
保できる。

他案と比較して安
い。

（約4億円）

多数の家屋周辺に
、高い堤防が設置
されることとなり、
実現性が低い。

輪中堤の設置後は
一定の安全度を持
続できる。

築堤高の増減によ
り調整は可能だが
、周辺家屋への影
響が懸念され、柔
軟な対応は困難。

地域住民へ与える影
響は大きい。

河道内の掘削等は
ないため、環境上
の影響はほとんど
ない。

宅地のかさ上げ
目標の安全度を確
保できる。

多数の家屋かさ上
げが必要となるが
、河道の掘削や輪
中堤と比較すると
若干高い。
（約7億円）

多数の家屋が対象
となり、地権者との
交渉が長期化する
可能性がある。

宅地のかさ上げ後
は一定の安全度を
持続できる。

さらなる宅地のかさ
上げが必要となり、
柔軟な対応は困難
。

多数の家屋が対象と
なることから、影響は
大きい。

河道内の掘削等は
ないため、環境上
の影響はほとんど
ない。

○

○

×

○

○

○

△

○

○

○

○

○

×

△

《２次選定による対策案選定結果》

串良川上流串良川上流 ２次選定２次選定

河川整備対策手法検討内容（串良川上流）

○ ○ × ○ × × ○

○ △ × ○ × × ○

現地視察
のNo
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⑦串良川中流部
（岩弘地区）

43



⑦串良川中流部

←
串

良
川

44

現地視察
のNo ⑦

視察場所

昭和堰

大塚原前橋



串
良
川
→

串良川5ｋ600

5ｋ600

45

計画高水位 11.54m

現地視察
のNo

昭和堰

大塚原前橋

⑦

視察場所



治水面における現状と課題

○支川串良川中流部の5.8k～8.2k区間は河積不足により水位が上昇することから、
越水・破堤による浸水被害の危険性が高い。

○このため、治水対策（ハード整備）により、水位低下を図る必要がある。

河川環境における現状

5k000

大
塚
原
前
橋

昭和堰

十
五
社
橋 6k000

8k000

昭和堰
5k000

6k000

7k000

大塚原前橋より下流

十五社橋より下流 湛水区間

○当該区間は、昭和堰の堰上げによる湛水区間となっており、その上流では、瀬が
点在している。

○瀬は、底生動物や付着藻類が生息・生育し、オイカワ、シマヨシノボリ等の魚類の
採餌場となっている。

○河岸には砂州が形成され、砂州上にはツルヨシ群落が形成されている。
オイカワ、
シマヨシノボリetc

⑦串良川中流部

串良川→
7k000

46

8k7k6k5k 9k

林田橋

十五社橋

大塚原前橋

昭和堰

8

10

12

14

16

18

↑

標

高

(TPm)

：HWL

：計算水位（現況河道_整備計画流量）

：計画堤防高

河積不足

整備必要箇所

⑦現地視察
のNo



河川整備対策手法検討内容（串良川中流）

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

1 ダム（新規） △ △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、新規ダムの建設には多大な時間及び費用が必要となり、現
実的ではない。

2 ダムの有効活用 ○ × ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内の既設ダムのみでは十分な効果が期待できない。

3 遊水地等 × △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内に適地が存在しない。

4 放水路 △ △ ○
洪水を分流させて洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、建設には多大な時間及び費用が必要となり、現実的で
はない。

5 河道の掘削 ○ ○ ○ ○
河道内を掘削することで、流下断面を拡大し河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

6 引堤 ○ ○ ○ ○
堤内地に新たな堤防を作ることで、流下断面を拡大して河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

7 堤防のかさ上げ ○ ○ △
堤防をかさ上げすることで、流下断面を拡大して流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、上下流の安全度
バランスが保てなくなる事や破堤時のダメージポテンシャルが増大する等の問題点があり、現実的ではない。

8 河道内の樹木伐採 × ○ ○
河道内の樹木を伐採し、流下断面を拡大して河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、肝属川の河
道内には樹木がほとんど存在しない。

9 決壊しない堤防 ○ × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。

10 決壊しづらい堤防 ○ × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。

11 高規格堤防 × ○ ○
堤内地側の堤防幅が非常に広い堤防であり、計画高水位以上の水位の流下に対して決壊しない対策であり、沿川地域の土地利
用及び都市基盤施設との整合を図り進めていくものであるが、肝属川では適地がない。

12 排水機場 × × ○
河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりするものではなく、外水対策としての効果は見込めない。

13 築堤 × － ○
既定の堤防の高さ及び幅が既に確保されている。

一次選定による対策案の抽出結果 ＜河川を中心とした対策＞

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

串良川中流串良川中流
１次選定１次選定

現地視察
のNo
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一次選定による対策案の抽出結果 ＜流域を中心とした対策＞

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

14 雨水貯留施設 ○ × △
雨水を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を貯留させるための学校・運動場・公園等の敷地面積はわずかであり、十分
な効果を期待できない。

15 雨水浸透施設 ○ × △
雨水を浸透させて洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を浸透させるための道路等の面積はわずかであり、都市部が少ない肝属
川流域では、十分な効果を期待できない。

16
遊水機能を有する
土地保全

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川にはこのような遊水機能を持つ適地は存在しない。

17
部分的に低い堤防
の存置

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には部分的に低い堤防は存在しない。

18 霞堤の存置 × × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には霞堤は存在しない。

19 輪中堤 × ○ ○
一部の地域のみを堤防で囲み浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効であるが 、拡散型氾濫形態であ

る当該区間には適さない。

20 二線堤 ○ × ○
洪水はん濫の拡大を防止する対策であり、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

21 樹林帯等 ○ × ○
堤防の治水機能を維持増進し、洪水流を緩和する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

22
宅地嵩上げ・ピロ
ティ建築等

× ○ ○
盛土して宅地の地盤高を高くしたりすることにより、浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効であるが、拡
散型氾濫形態である当該区間には適さない。

23 土地利用規制 ○ × ○
浸水の恐れが高い地域において、土地利用の規制・誘導により被害を抑制する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定
量的な効果は見込めない。

24 水田等の保全 ○ × ○
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、現状の治水機能を向上させるには現況水田の改造工事等が必要となり、
現実的ではない。また、効果を定量的に評価するのも困難である。

25 森林の保全 ○ × ×
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、定量的な効果を把握するのが困難である。

26
洪水の予測、情報
の提供

○ × ○
避難等のソフト対策に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策として定量的な効
果を見込めない。

27 水害保険等 ○ × －
洪水で被害を受けた際の損害の補償に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策
として定量的な効果を見込めない。

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

１次選定１次選定

河川整備対策手法検討内容（串良川中流）

串良川中流串良川中流

現地視察
のNo
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２次選定２次選定

《２次選定のための概略検討結果》

河道の掘削

引 堤

◆約８０千m3の河道掘削

◆１橋（大塚原前橋）の橋脚補強

◆約２ｋｍ区間で約２５～３０ｍ程度の引堤
◆２橋（大塚原前橋、十五社橋）の橋梁改築

河道の掘削のイメージ

引堤のイメージ

河川整備対策手法検討内容（串良川中流）

串良川中流串良川中流

２５～３０m程度の引堤

河道掘削

コスト：約１７億円程度

コスト：約２５億円程度

6k0

串良川→

7k0

5k0

6k0

7k0

5k0

串良川→

十五社橋

大塚原前橋

十五社橋

大塚原前橋

改築

改築

昭
和
堰

昭
和
堰

橋脚補強

現地視察
のNo
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対策案
評 価 軸 事務局

案
安全度 コスト 実現性 持続性 柔軟性 地域社会への影響 環境への影響

河道の掘削
目標の安全度を確
保できる。

引堤案と比較すると
安い。

（約17億円）

河道内の処理のみ
で可能であるため、
実現性は高い。

掘削後の再堆積状
況等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが必
要である。

掘削量の増減などに
より比較的柔軟な対
応が可能。

河道内の掘削のみで
あるため、影響は少な
い。

掘削により水域環境
への影響が懸念され
る。

◎

引堤
目標の安全度を確
保できる。

用地補償が必要と
なり、事業費が多
大になる。

（約25億円）

用地補償が伴い、
実現性は低い。

引堤後の再堆積状
況等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが
必要である。

新たな築堤や旧堤
撤去が必要であり
、柔軟な対応は困
難。

用地買収が必要とな
り、影響は大きい。

河道内環境を大幅
に改変することから
、影響は大きい。

○

○

○

×

○

×

△

△

○

×

△

×

△

×

《２次選定による対策案選定結果》

２次選定２次選定

河川整備対策手法検討内容（串良川中流）

串良川中流串良川中流

現地視察
のNo
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⑧肝属川下流部
（大坪地区）
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⑧肝属川下流部（大坪地区）

肝
属
川
→

←甫木川

52

現地視察
のNo

視察場所

池之園橋

高良橋

下之門橋 高山川→

⑧



甫
木

川
→

肝属川→

53

肝属川5ｋ400

5ｋ400

計画高水位 6.87m

現地視察
のNo

池之園橋

吉元橋

⑧

甫木水門

視察場所



治水面における現状と課題

○支川甫木川は元来の流下能力が低いことから、浸水被害
が度々発生している。

○甫木川流域の浸水被害を軽減するため、鹿児島県が総
合流域防災事業により甫木川の改修を実施中。

○甫木川の流下能力向上に対して、本川合流点に位置する
甫木水門の流下能力が不足。

○甫木水門は昭和43年竣工で、築後40年以上が経過して
おり老朽化が進行している。

○以上より、甫木水門の改築が急務となっている。

河川環境における現状

平成9年9月洪水における浸水箇所

甫
木

川
→甫木水門

肝属川 →

5k0甫木水門

6k0

甫
木

川
→○甫木川流入地点は、肝属川の感潮区間である。

○甫木水門地点は水衝部となっており、河岸には淵が形
成されている。

○河岸には水制工が設置され、その上にツルヨシ群落が
形成されている。

○高水敷にはオギ群落が形成されている。また、現況水門
より下流は採草地となっている。

○甫木川では、オイカワやギンブナの他、トウヨシノボリや
モクズガニなど回遊型の魚介類も生息している。

甫木水門

肝属川 →

採草地

採草地

感潮区間

⑧肝属川下流部（甫木水門）
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⑧現地視察
のNo



治水面における現状と課題

○肝属川流域は『シラス』に広く覆われており、普通土の入手が困難であったこ
とから、築堤材料の大半に『シラス』が使用されている。

○シラス堤防は水が浸透し易く、浸食され易い性質を有しており、吸い出しによ
る空洞化や浸食による堤防の一部崩壊等の被災が数多く発生している。

○堤防に対する詳細点検の結果、点検が必要な区間のうち約４割が照査基準
値を満足しない。

河川環境における現状

堤防崩壊
（S54.9.30：姶良川）

堤防の一部崩壊
（H16.8.30：姶良川）

堤体材料の吸い出し状況
（H9.9.16：肝属川）

右岸 川裏法面部右岸右岸 川裏法面部川裏法面部

○整備区間の堤防法面は、チガヤ等イネ科
植物に覆われている。

セイバンモロコシ群落

オギ群落チガヤ群落

肝属川 →

⑧肝属川下流部（大坪地区）
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地区

姶良川 左岸 中福良 5/350 ～ 5/800 Ⅳ Ⅱ 1.64 1164 422 H20施工済み

高山川 左岸 新富

1/800
2/385
3/690
4/050

～
～
～
～

2/300
3/460
3/935
4/140

1

肝属川 左岸 宮下北
9/475
10/300

～
～

9/750
10/535

0.97 91 26 2

肝属川 左岸 大坪 5/425 ～ 5/920 1.33 31 12 3

高山川 右岸 中村園
3/500
4/040

～
～

3/900
4/140

0.07 23 9 4

串良川 左岸 岩弘
3/700
4/230
4/650

～
～
～

4/000
4/630
5/080

2.25 570 239 5

肝属川 右岸 茶園
10/000
10/600

～
～

10/200
11/400

2.28 347 148 6

肝属川 右岸 池之園 4/350 ～ 5/900 Ⅳ 3.00 432 182 7

串良川 左岸 岩弘下 5/150 ～ 6/200 6.37 1024 419 8

肝属川 右岸 田崎 14/680 ～ 15/600 0.16 30 12 9

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

①浸透による
堤体の安定性

②被災履歴及び
現況堤防の

変状状況
※

に着目した
対策優先度区間

左右岸
別

河川
対象区間

Ⅰ

Ⅱ

Ⅱ

Ⅳ

0.26 178 74

Ⅴ

③堤防質的整備
優先度

背後地の状況

氾濫面積
(km2)

氾濫区域
内人口
(人)

氾濫区域
内世帯数

(戸)

被害想定

⑧肝属川下流部（大坪地区）

シラス堤強化対策箇所の選定

56

①浸透による堤体の安定性

②被災履歴及び現況堤防の変状
状況※に着目した対策優先度

実施優先度の設定結果（抜粋）

《優先度の設定手順》
１．浸透に対する安全性評価結果より安全度ランク区分を行い、優先度を設定。
２．被災履歴及び現況堤防の変状状況に応じた優先度ランク区分を行い、優先度を設定。
３．①②により設定された同一優先度内で、本川、支川の河川区分及び背後地の状況等を総合的に考慮し、適宜対策を行う。

※変状状況とは、天端クラックやアスファルト劣化等が発生している状況のことを示す

現地視察
のNo ⑧



⑨肝属川下流部
（第二有明橋）
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⑨肝属川下流部（高潮区間）

肝
属
川
→

58

現地視察
のNo ⑨

第二有明橋

第一有明橋

視察場所



肝属川→

肝属川0ｋ400

0ｋ400

59

計画高潮位 2.80m

現地視察
のNo ⑨

第二有明橋

第一有明橋

視察場所



第
二
有
明
橋

0k000
1k000

肝属川
→

塩入川
→まとまったヨシ原

クサフグ、ヒイラギ、ボラ、マハゼetc

第
一
有
明
橋

干潟

干潟

干潟

干潟

カモ類集団越冬地

サギ類のねぐら、営巣地

河畔林(メダケ群落)

汽水域

カモ類集団越冬地

ヒバリ・セッカの集団営巣地

河川環境における現状

○河口付近には干潟、ヨシ原が形成され、汽水域の特有な
環境を形成している。

○干潟には、重要種であるシオマネキが生息している。

○汽水域には、クサフグ、ヒイラギ、ボラ、マハゼ、ゴマハゼ
等の汽水・海水魚が生息している。

○河口付近の水面は、カモ類等の集団越冬地として利用さ
れている。

○0.6km付近左岸には河畔林（メダケ群落）が形成され、サ
ギ類のねぐら・営巣地として利用されている。

○1.4km～2.4ｋｍ付近左岸の草地は、ヒバリ・セッカの集団
営巣地として利用されている。

⑨肝属川下流部（高潮区間）
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2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

距離標[km]

標
高

[T
P

m
]

治水面における現状と課題

← 肝 属 川

高潮対策必要区間

肝属川河口

○肝属川河口から1.5km区間は高潮対策を必要とする区間であり、そのうち右岸側の0.5k区間
は、必要堤防高さが不足しており、高潮時の越水による浸水被害の可能性が高い。

○このため、治水対策（ハード整備）により、高潮防御を図る必要がある。

計画高潮堤防高の考え方

高潮区間

H.W.L

計画堤防高計画堤防高

現況堤防高（右岸）

堤防高不足

整備必要箇所

⑨現地視察
のNo

打上げ波高
＋潮位偏差≒3.90m

朔望平均満潮位≒T.P.1.10m



河川整備対策手法検討内容（高潮区間）

一次選定による対策案の抽出結果 ＜河川を中心とした対策＞
高潮区間高潮区間

１次選定１次選定

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

1 ダム（新規） - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

2 ダムの有効活用 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

3 遊水地等 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

4 放水路 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

5 河道の掘削 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

6 引堤 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

7 堤防のかさ上げ - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

8 河道内の樹木伐採 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

9 決壊しない堤防 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

10 決壊しづらい堤防 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

11 高規格堤防 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

12 排水機場 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

13 築堤 ○ ○ ○ ○
既定の堤防断面を確保することで、高潮被害を防除することが可能であり、効果を定量的に評価できる。

（視点①）適地の有無
（視点②）高潮対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

現地視察
のNo

61

⑨



一次選定による対策案の抽出結果 ＜流域を中心とした対策＞ １次選定１次選定

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

14 雨水貯留施設 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

15 雨水浸透施設 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

16
遊水機能を有する
土地保全

- - -
高潮対策メニューとして適用できない。

17
部分的に低い堤防
の存置

- - -
高潮対策メニューとして適用できない。

18 霞堤の存置 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

19 輪中堤 △ ○ ○
一部の地域のみを堤防で囲み浸水被害を抑制する対策であり、肝属川河口部においては、数百mにわたる沿川の一連家屋の浸水を

防除する必要があるため、現実的ではない。

20 二線堤 × × ○
高潮による浸水被害拡大を防止するという観点から適用できるが、肝属川河口部では適地がなく、定量的な効果も見込めない。

21 樹林帯等 × × ○
高潮による浸水被害拡大を防止するという観点から適用できるが、肝属川河口部では適地がなく、定量的な効果も見込めない。

22
宅地嵩上げ・ピロ
ティ建築等

○ ○ ○ ○ 盛土して宅地の地盤高を高くしたりすることにより、浸水被害を抑制する対策であり、比較的小区域の浸水区域に対しては効果的である。

23 土地利用規制 ○ × ○ 浸水の恐れが高い地域において、土地利用の規制・誘導により被害を抑制する対策であるが、定量的な効果は見込めない。

24 水田等の保全 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

25 森林の保全 - - -
高潮対策メニューとして適用できない。

26
洪水の予測、情報
の提供

○ × ○
避難等のソフト対策に有効であるが、被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、高潮対策として定量的な効果を
見込めない。

27 水害保険等 ○ × －
被害を受けた際の損害の補償に有効であるが、被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、高潮対策として定量
的な効果を見込めない。

（視点①）適地の有無
（視点②）高潮対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

河川整備対策手法検討内容（高潮区間）

高潮区間高潮区間

現地視察
のNo

62

⑨



２次選定２次選定

《２次選定のための概略検討結果》

築 堤

宅地の嵩上げ

河川整備対策手法検討内容（高潮区間）

高潮区間高潮区間

道路嵩上げ道路嵩上げ

約８０戸の宅地の嵩上げ

0k0

0k2

0k40k6

0k0

0k2

0k40k6

肝属川→

肝属川→

志
布
志
湾

志
布
志
湾

高潮堤防の築堤

第二有明橋

第二有明橋

第二有明橋

◆約６００mの高潮堤防の築堤

嵩上げ嵩上げ

◆約８０戸の宅地の嵩上げ
◆約８００mの道路嵩上げ

計画高潮位

コスト：約１３億円程度

コスト：１６億円程度

高潮堤防高潮堤防

計画高潮位

高潮堤防の築堤のイメージ

宅地嵩上げのイメージ

現地視察
のNo
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対策案
評 価 軸 事務局

案
安全度 コスト 実現性 持続性 柔軟性 地域社会への影響 環境への影響

築堤

（高潮堤防）

目標の安全度を確
保できる。

宅地の嵩上げと比
較すると安い。

（約13億円）

河道内の処理のみ
で可能であるため、
実現性は高い。

堤防完成後は一定
の安全度を持続でき
る。

堤防高の増減などに
より比較的柔軟な対
応が可能。

河道内の掘削のみで
あるため、影響は少な
い。

河道内の盛土により
水域環境への影響
が懸念される。

◎

宅地の嵩上げ
目標の安全度を確
保できる。

家屋補償が必要と
なり、築堤と比較し
て事業費が高い。

（約16億円）

多数の地権者との
交渉が必要であり
、長期化する可能
性がある。

宅地の嵩上げ後は
一定の安全度を持
続できる。

さらなる宅地のかさ
上げが必要となり、
柔軟な対応は困難
。

多数の家屋が対象と
なることから、影響は
大きい。

河道内の掘削等は
ないため、環境上
の影響はほとんど
ない。

○

○

○

×

○

×

○

△

○

×

○

×

△

○

《２次選定による対策案選定結果》

２次選定２次選定

河川整備対策手法検討内容（高潮区間）

高潮区間高潮区間

現地視察
のNo
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（参考）肝属川鹿屋市街地部
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肝属川（鹿屋市街地部）

肝
属
川
→

66

鹿屋橋

柳橋

安住寺橋

見取橋

新町橋

鹿屋小学校



肝
属
川
→

肝
属
川
→

鹿
屋
分
水
路

川
→

鹿
屋
分
水
路

川
→

肝属川18ｋ200

肝属川19ｋ600

18ｋ200

19ｋ600

67

計画高水位 16.19m

計画高水位 20.41m

鹿屋橋

柳橋

安住寺橋

見取橋

新町橋

鹿屋小学校



19k 20k

新町橋

朝日橋

14

16

18

20

22

↑

標

高

(TPm)

：HWL

：計算水位（現況河道_整備計画流量）

沢尻橋

16k000

肝属川→
狩長橋

古
城
橋

栄
橋

昭
栄
橋

朝
日
橋

平
和
橋

新
町
橋

柳
橋

見
取
橋

安住寺橋

打
馬
床
止

下
谷

川
→

鹿屋分水路 →

ギンブナ、コイ
オイカワ、カワムツetc

18k000

鹿
屋
橋

治水面における現状と課題

○肝属川本川18.8k～19.6k区間は、河積不足により水位が上昇することから、越水による浸水被害や
河岸崩壊等の危険性が高い。

○昭和51年6月洪水では、河岸崩壊により甚大な被害が発生。これを受けて、計画流量を200m3/sとし
た鹿屋分水路を建設したが、肝属川本川の現況流下能力は未だ計画の半分程度となっている。

○このため、治水対策（ハード整備）により、水位低下を図る必要がある。

肝属川の被災状況
（朝日橋上流）
昭和51年6月洪水

平和橋

新町橋

鹿屋分水路

河川環境における現状

○単断面の掘込河道区間であり、両岸は急勾配のコンクリート護岸が整備され、
都市河川の様相を呈している。

○河床が平坦で水深に変化の少ない単調な流れとなっている。また、水際に変
化がなく、魚類等の生息環境としては、良好とはいえない状況である。

○水域には、ギンブナ、コイ、オイカワ、カワムツ等が生息している。

平和橋より下流

18.6k付近より下流

変化がない水際

17k000

19k000

（参考）肝属川（鹿屋市街地部）
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河川整備対策手法検討内容（肝属川鹿屋市街地部）

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

1 ダム（新規） △ △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、新規ダムの建設には多大な時間及び費用が必要となり、現
実的ではない。

2 ダムの有効活用 ○ × ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内の既設ダムのみでは十分な効果が期待できない。

3 遊水地等 × △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内に適地が存在しない。

4 放水路 △ △ ○
洪水を分流させて洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、建設には多大な時間及び費用が必要となり、現実的で
はない。

5 河道の掘削 ○ ○ ○ ○
河道内を掘削することで、流下断面を拡大し河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

6 引堤 ○ ○ ○ ○
堤内地に新たな堤防を作る（当該区間は掘込区間であるため、河道を拡幅する）ことで、流下断面を拡大して河道の流下能力を向
上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

7 堤防のかさ上げ ○ ○ △
堤防をかさ上げすることで、流下断面を拡大して流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、上下流の安全度
バランスが保てなくなる事や破堤時のダメージポテンシャルが増大する等の問題点があり、現実的ではない。

8 河道内の樹木伐採 × ○ ○
河道内の樹木を伐採し、流下断面を拡大して河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、肝属川の河
道内には樹木がほとんど存在しない。

9 決壊しない堤防 × × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。また当該区間は掘込区間であり、適用できない。

10 決壊しづらい堤防 × × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。また当該区間は掘込区間であり、適用できない。

11 高規格堤防 × ○ ○
堤内地側の堤防幅が非常に広い堤防であり、計画高水位以上の水位の流下に対して決壊しない対策であり、沿川地域の土地利
用及び都市基盤施設との整合を図り進めていくものであるが、肝属川では適地がない。

12 排水機場 × × ○
河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりするものではなく、外水対策としての効果は見込めない。

13 築堤 × － ○
当該区間は掘込区間であり、適用できない。

一次選定による対策案の抽出結果 ＜河川を中心とした対策＞

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

肝属川鹿屋市街地部肝属川鹿屋市街地部
１次選定１次選定
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一次選定による対策案の抽出結果 ＜流域を中心とした対策＞

河川整備対策手法検討内容（肝属川鹿屋市街地部）

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

14 雨水貯留施設 ○ × △
雨水を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を貯留させるための学校・運動場・公園等の敷地面積はわずかであり、十分
な効果を期待できない。

15 雨水浸透施設 ○ × △
雨水を浸透させて洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を浸透させるための道路等の面積はわずかであり、都市部が少ない肝属
川流域では、十分な効果を期待できない。

16
遊水機能を有する
土地保全

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川にはこのような遊水機能を持つ適地は存在しない。

17
部分的に低い堤防
の存置

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には部分的に低い堤防は存在しない。

18 霞堤の存置 × × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には霞堤は存在しない。

19 輪中堤 × ○ ○
一部の地域のみを堤防で囲み浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効であるが 、家屋や商業施設が多

い市街地区間である当該区間には適さない。

20 二線堤 ○ × ○
洪水はん濫の拡大を防止する対策であり、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

21 樹林帯等 ○ × ○
堤防の治水機能を維持増進し、洪水流を緩和する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

22
宅地嵩上げ・ピロ
ティ建築等

× ○ ○
盛土して宅地の地盤高を高くしたりすることにより、浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効であるが、家
屋や商業施設が多い市街地区間である当該区間には適さない。

23 土地利用規制 ○ × ○
浸水の恐れが高い地域において、土地利用の規制・誘導により被害を抑制する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定
量的な効果は見込めない。

24 水田等の保全 ○ × ○
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、現状の治水機能を向上させるには現況水田の改造工事等が必要となり、
現実的ではない。また、効果を定量的に評価するのも困難である。

25 森林の保全 ○ × ×
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、定量的な効果を把握するのが困難である。

26
洪水の予測、情報
の提供

○ × ○
避難等のソフト対策に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策として定量的な効
果を見込めない。

27 水害保険等 ○ × －
洪水で被害を受けた際の損害の補償に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策
として定量的な効果を見込めない。

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

肝属川鹿屋市街地部肝属川鹿屋市街地部 １次選定１次選定
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河川整備対策手法検討内容（肝属川鹿屋市街地部）

肝属川鹿屋市街地部肝属川鹿屋市街地部 ２次選定２次選定

《２次選定のための概略検討結果》

河道の掘削

引 堤

◆約２０千m3の河道掘削

◆２橋（朝日橋、新町橋）の橋脚補強

◆約５００m区間で約５ｍ程度の引堤（河道拡幅）

◆７橋（昭栄橋、朝日橋、平和橋、新町橋、
鹿屋橋、柳橋、見取橋）の橋梁改築

19k0

18k0

肝属川→ 栄
橋昭

栄
橋朝

日
橋平

和
橋新

町
橋

鹿
屋
橋

柳
橋

見
取
橋

安
住
寺
橋

19k0

18k0

肝属川→ 栄
橋昭

栄
橋朝

日
橋平

和
橋新

町
橋

鹿
屋
橋

柳
橋

見
取
橋

安
住
寺
橋

河道掘削

改築

改築

改築

改築改築

改築改築

５～１０m程度の引堤（河道拡幅）

コスト：約１０億円程度

コスト：約４７億円程度

橋脚補強

橋脚補強

河道の掘削のイメージ

引堤（河道拡幅）のイメージ
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対策案
評 価 軸 事務局

案
安全度 コスト 実現性 持続性 柔軟性 地域社会への影響 環境への影響

河道の掘削
目標の安全度を確
保できる。

引堤案と比較すると
安い。

（約10億円）

河道内の処理のみ
で可能であるため、
実現性は高い。

掘削後の再堆積状
況等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが必
要である。

掘削量の増減などに
より比較的柔軟な対
応が可能。

河道内の掘削のみで
あるため、影響は少な
い。

掘込河道であるため
河床掘削が必要とな
り、水域環境への影
響が大きい。

◎

引堤
目標の安全度を確
保できる。

用地及び家屋補
償が必要となり、
事業費が多大にな
る。

（約47億円）

用地及び多数の家
屋や商業施設等の
補償が伴い、実現
性は低い。

引堤後の再堆積状
況等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが
必要である。

新たな河道の拡幅
が必要となり、柔軟
な対応は困難。

多数の家屋や商業
施設移転が必要とな
り、影響は大きい。

河道内環境を大幅
に改変することから
、影響は大きい。

○

○

○

×

○

×

△

△

○

×

○

×

×

×

《２次選定による対策案選定結果》

肝属川鹿屋市街地部肝属川鹿屋市街地部 ２次選定２次選定

河川整備対策手法検討内容（肝属川鹿屋市街地部）
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（参考）高山川
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高山川

屋治橋

←高山川
高山橋
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←
高

山
川

2ｋ600

屋治橋

高山橋

高山川2ｋ600

計画高水位 10.61m



1k000

3k000

4k000

高山川→

5k000

神
之
市
橋 2k000

5k800

新
前
田
橋

高
山
橋屋

治
橋

前
田
床
止

神
之
市
床
止

大
脇
床
止

中
村
園
床
止永

山
床
止

田
布
尾
堰

オイカワ、シマヨシノボリ
カワムツ、タカハヤ、カマツカetc

河畔林
（メダケ群落）

河畔林
（マダケ植林）

○当該区間は、瀬・淵が連続する区間となっている。

○瀬は、底生動物や付着藻類が生息・生育し、オイカワ、シマヨシノボリ等の魚類の採餌場となっている。

○淵は、緩やかな流れを好むカワムツ、タカハヤ、カマツカ等の魚類が生息している。

○河岸には砂州が形成され、砂州上にはツルヨシ群落が形成されている。

○右岸2k500付近の高水敷は、地域住民の交流の場として利用されている。

○支川高山川の3.6k及び4.6kから上流区間は、河積不足により水位が上昇することから、越水・破堤による
浸水被害の危険性が高い。

○このため、治水対策（ハード整備）により、水位低下を図る必要がある。

治水面における現状と課題

河川環境における現状

永
山
橋

3k000

4k000

3.4k付近より下流 2.6k付近より上流

（参考）高山川
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：計画堤防高
：HWL
：計算水位（現況河道_整備計画流量）

河積不足



河川整備対策手法検討内容（高山川）

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

1 ダム（新規） △ △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、新規ダムの建設には多大な時間及び費用が必要となり、現
実的ではない。

2 ダムの有効活用 ○ × ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内の既設ダムのみでは十分な効果が期待できない。

3 遊水地等 × △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内に適地が存在しない。

4 放水路 △ △ ○
洪水を分流させて洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、建設には多大な時間及び費用が必要となり、現実的で
はない。

5 河道の掘削 ○ ○ ○ ○
河道内を掘削することで、流下断面を拡大し河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

6 引堤 ○ ○ ○ ○
堤内地に新たな堤防を作ることで、流下断面を拡大して河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

7 堤防のかさ上げ ○ ○ △
堤防をかさ上げすることで、流下断面を拡大して流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、上下流の安全度
バランスが保てなくなる事や破堤時のダメージポテンシャルが増大する等の問題点があり、現実的ではない。

8 河道内の樹木伐採 × ○ ○
河道内の樹木を伐採し、流下断面を拡大して河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、肝属川の河
道内には樹木がほとんど存在しない。

9 決壊しない堤防 ○ × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。

10 決壊しづらい堤防 ○ × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。

11 高規格堤防 × ○ ○
堤内地側の堤防幅が非常に広い堤防であり、計画高水位以上の水位の流下に対して決壊しない対策であり、沿川地域の土地利
用及び都市基盤施設との整合を図り進めていくものであるが、肝属川では適地がない。

12 排水機場 × × ○
河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりするものではなく、外水対策としての効果は見込めない。

13 築堤 × － ○
既定の堤防の高さ及び幅が既に確保されている。

一次選定による対策案の抽出結果 ＜河川を中心とした対策＞

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

高山川高山川
１次選定１次選定
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一次選定による対策案の抽出結果 ＜流域を中心とした対策＞

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

14 雨水貯留施設 ○ × △
雨水を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を貯留させるための学校・運動場・公園等の敷地面積はわずかであり、十分
な効果を期待できない。

15 雨水浸透施設 ○ × △
雨水を浸透させて洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を浸透させるための道路等の面積はわずかであり、都市部が少ない肝属
川流域では、十分な効果を期待できない。

16
遊水機能を有する
土地保全

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川にはこのような遊水機能を持つ適地は存在しない。

17
部分的に低い堤防
の存置

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には部分的に低い堤防は存在しない。

18 霞堤の存置 × × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には霞堤は存在しない。

19 輪中堤 × ○ ○
一部の地域のみを堤防で囲み浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効であるが 、拡散型氾濫形態であ

る当該区間には適さない。

20 二線堤 ○ × ○
洪水はん濫の拡大を防止する対策であり、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

21 樹林帯等 ○ × ○
堤防の治水機能を維持増進し、洪水流を緩和する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

22
宅地嵩上げ・ピロ
ティ建築等

× ○ ○
盛土して宅地の地盤高を高くしたりすることにより、浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効であるが、拡
散型氾濫形態である当該区間には適さない。

23 土地利用規制 ○ × ○
浸水の恐れが高い地域において、土地利用の規制・誘導により被害を抑制する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定
量的な効果は見込めない。

24 水田等の保全 ○ × ○
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、現状の治水機能を向上させるには現況水田の改造工事等が必要となり、
現実的ではない。また、効果を定量的に評価するのも困難である。

25 森林の保全 ○ × ×
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、定量的な効果を把握するのが困難である。

26
洪水の予測、情報
の提供

○ × ○
避難等のソフト対策に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策として定量的な効
果を見込めない。

27 水害保険等 ○ × －
洪水で被害を受けた際の損害の補償に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策
として定量的な効果を見込めない。

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

１次選定１次選定

河川整備対策手法検討内容（高山川）

高山川高山川
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２次選定２次選定

《２次選定のための概略検討結果》

河道の掘削

引 堤

◆約３０千m3の河道掘削

◆約１ｋｍ区間で約１０～１５ｍ程度の引堤

河道の掘削のイメージ

引堤のイメージ

河川整備対策手法検討内容（高山川）

高山川高山川

高山川→

3k6

河道掘削

2k6
2k42k8

3k0
3k2

3k4

3k8

高山橋

屋治橋

１０～１５m程度の引堤

3k6

2k6

2k4

2k8

3k0
3k2

3k4

3k8

高山橋

屋治橋

コスト：約９億円程度

コスト：約１７億円程度

高山川→
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対策案
評 価 軸 事務局

案
安全度 コスト 実現性 持続性 柔軟性 地域社会への影響 環境への影響

河道の掘削
目標の安全度を確
保できる。

引堤案と比較すると
安い。

（約9億円）

河道内の処理のみ
で可能であるため、
実現性は高い。

掘削後の再堆積状
況等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが必
要である。

掘削量の増減などに
より比較的柔軟な対
応が可能。

河道内の掘削のみで
あるため、影響は少な
い。

掘削により水域環境
への影響が懸念され
る。

◎

引堤
目標の安全度を確
保できる。

家屋及び用地補
償が必要となり、
事業費が多大にな
る。

（約17億円）

多数の家屋及び用
地補償が伴い、実
現性は低い。

引堤後の再堆積状
況等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが
必要である。

新たな築堤や旧堤
撤去が必要であり
、柔軟な対応は困
難。

家屋補償及び用地
買収が必要となり、
影響は大きい。

河道内環境を大幅
に改変することから
、影響は大きい。

○

○

○

×

○

×

△

△

○

×

△

×

△

×

《２次選定による対策案選定結果》

２次選定２次選定

河川整備対策手法検討内容（高山川）

高山川高山川
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（参考）姶良川
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姶良川

姶
良

川
→

月見橋

月見床止

中福良橋
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←姶良川
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止
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峯
橋

野
峰
橋

野峰床止

上水流橋

姶良川4ｋ400

計画高水位 16.06m



治水面における現状と課題

河川環境における現状

○支川姶良川の1.2k～1.8k、3.2k～3.4k、3.8k～6.8k及び7.2kから上流の区間は床止による堰上げ及び河積不足
により水位が上昇することから、越水・破堤による浸水被害の危険性が高い。

○このため、治水対策（ハード整備）により、水位低下を図る必要がある。

○当該区間は、床止の堰上げによる湛水域が形成され、湛水域に挟まれた区間では瀬や淵が点在している。

○瀬は、底生動物や付着藻類が生息・生育し、オイカワ、シマヨシノボリ等の魚類の採餌場となっている。

○淵は、緩やかな流れを好むカワムツ、カマツカ、タカハヤ等の魚類が生息している。

○河岸には砂州が形成され、砂州上にはツルヨシ群落が形成されている。

○水際には河畔林（メダケ群落、アラカシ群落）が点在している。

1k000
3k000

5k000
姶良川→

7k000

吉
田
橋

中
福
良
橋

2k000

7k300

姶
良
橋

更
生
橋

古
市
橋

6k000

月
見
橋

鶴
峯
橋

野
峯
橋

上水流橋

末
次
床
止

更
生
床
止

原
田
下
床
止

月
見
床
止

鶴
峯
床
止

野峯床止

4k000

河畔林
（メダケ群落）

オイカワ、カワムツ、カマツカ、
シマヨシノボリ、タカハヤetc

河畔林
（アラカシ群落）

河畔林
（メダケ群落）

鶴峯床止

6k000

1k000

2k000

月見橋より下流月見橋より上流

湛水区間
湛水区間 湛水区間

湛水区間

月見床止

4k000

5k000

（参考）姶良川

84

2k1k 3k 4k 5k 6k 7k0k
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吉田橋
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河川整備対策手法検討内容（姶良川）

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

河
川
を
中
心
と
し
た
対
策

1 ダム（新規） △ △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、新規ダムの建設には多大な時間及び費用が必要となり、現
実的ではない。

2 ダムの有効活用 ○ × ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内の既設ダムのみでは十分な効果が期待できない。

3 遊水地等 × △ ○
貯留による洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、流域内に適地が存在しない。

4 放水路 △ △ ○
洪水を分流させて洪水調節を行う対策であり、定量的な効果が見込めるが、建設には多大な時間及び費用が必要となり、現実的で
はない。

5 河道の掘削 ○ ○ ○ ○
河道内を掘削することで、流下断面を拡大し河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

6 引堤 ○ ○ ○ ○
堤内地に新たな堤防を作ることで、流下断面を拡大して河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込める。

7 堤防のかさ上げ ○ ○ △
堤防をかさ上げすることで、流下断面を拡大して流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、上下流の安全度
バランスが保てなくなる事や破堤時のダメージポテンシャルが増大する等の問題点があり、現実的ではない。

8 河道内の樹木伐採 × ○ ○
河道内の樹木を伐採し、流下断面を拡大して河道の流下能力を向上させる対策であり、定量的な効果を見込めるが、肝属川の河
道内には樹木がほとんど存在しない。

9 決壊しない堤防 ○ × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。

10 決壊しづらい堤防 ○ × ×
計画高水位以上の水位の流下に対して堤防を決壊させない対策であり、技術的に確立されておらず、決壊の可能性が否定できな
いため、流下能力の確実な向上を見込むことは困難である。

11 高規格堤防 × ○ ○
堤内地側の堤防幅が非常に広い堤防であり、計画高水位以上の水位の流下に対して決壊しない対策であり、沿川地域の土地利
用及び都市基盤施設との整合を図り進めていくものであるが、肝属川では適地がない。

12 排水機場 × × ○
河道のピーク流量を低減させたり流下能力を向上させたりするものではなく、外水対策としての効果は見込めない。

13 築堤 × － ○
既定の堤防の高さ及び幅が既に確保されている。

一次選定による対策案の抽出結果 ＜河川を中心とした対策＞

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

姶良川姶良川
１次選定１次選定
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一次選定による対策案の抽出結果 ＜流域を中心とした対策＞

対策
概略評価

選定 評価内容視点
①

視点
②

視点
③

流
域
を
中
心
と
し
た
対
策

14 雨水貯留施設 ○ × △
雨水を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を貯留させるための学校・運動場・公園等の敷地面積はわずかであり、十分
な効果を期待できない。

15 雨水浸透施設 ○ × △
雨水を浸透させて洪水の流出を抑制する対策であるが、雨水を浸透させるための道路等の面積はわずかであり、都市部が少ない肝属
川流域では、十分な効果を期待できない。

16
遊水機能を有する
土地保全

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川にはこのような遊水機能を持つ適地は存在しない。

17
部分的に低い堤防
の存置

× × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には部分的に低い堤防は存在しない。

18 霞堤の存置 × × ○
洪水の一部をあふれさせ貯留する対策であるが、肝属川には霞堤は存在しない。

19 輪中堤 × ○ ○
一部の地域のみを堤防で囲み浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効であるが 、拡散型氾濫形態であ

る当該区間には適さない。

20 二線堤 ○ × ○
洪水はん濫の拡大を防止する対策であり、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

21 樹林帯等 ○ × ○
堤防の治水機能を維持増進し、洪水流を緩和する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定量的な効果は見込めない。

22
宅地嵩上げ・ピロ
ティ建築等

× ○ ○
盛土して宅地の地盤高を高くしたりすることにより、浸水被害を抑制する対策であり、一部小集落等の浸水対策として有効であるが、拡
散型氾濫形態である当該区間には適さない。

23 土地利用規制 ○ × ○
浸水の恐れが高い地域において、土地利用の規制・誘導により被害を抑制する対策であるが、ピーク流量を低減させる機能はなく、定
量的な効果は見込めない。

24 水田等の保全 ○ × ○
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、現状の治水機能を向上させるには現況水田の改造工事等が必要となり、
現実的ではない。また、効果を定量的に評価するのも困難である。

25 森林の保全 ○ × ×
雨水の一部を貯留して洪水の流出を抑制する対策であるが、定量的な効果を把握するのが困難である。

26
洪水の予測、情報
の提供

○ × ○
避難等のソフト対策に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策として定量的な効
果を見込めない。

27 水害保険等 ○ × －
洪水で被害を受けた際の損害の補償に有効であるが、洪水被害を軽減させたり、施設の機能向上を図るものではないため、洪水対策
として定量的な効果を見込めない。

（視点①）適地の有無
（視点②）洪水対策への効果
（視点③）技術的手法の確立

１次選定１次選定

河川整備対策手法検討内容（姶良川）

姶良川姶良川
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２次選定２次選定

《２次選定のための概略検討結果》

河道の掘削

引 堤

◆約８０千m3の河道掘削

◆１橋（大塚原前橋）の橋梁改築

河道の掘削のイメージ

引堤のイメージ

河川整備対策手法検討内容（姶良川）

姶良川姶良川

5k0

５m程度の引堤

河道掘削

6k0

4k0
3k0

2k0

1k0

5k0
6k0

4k0
3k0

2k0

1k0

吉田橋
姶良橋

更正橋

古市橋

月見橋

中福良橋

吉田橋

姶良橋

更正橋

古市橋

月見橋

中福良橋

姶良川→
改築

姶良川→

２５～３５m程度の引堤
◆約１ｋｍ区間で約５ｍ程度の引堤
◆約２．５ｋｍ区間で約２５～３５ｍ程度の引堤
◆４橋（姶良橋、古市橋、月見橋、中福良橋）の

橋梁改築

コスト：約８億円程度

コスト：約８５億円程度
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対策案
評 価 軸 事務局

案
安全度 コスト 実現性 持続性 柔軟性 地域社会への影響 環境への影響

河道の掘削
目標の安全度を確
保できる。

引堤案と比較すると
安い。

（約8億円）

河道内の処理のみ
で可能であるため、
実現性は高い。

掘削後の再堆積状
況等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが必
要である。

掘削量の増減などに
より比較的柔軟な対
応が可能。

河道内の掘削のみで
あるため、影響は少な
い。

掘削により水域環境
への影響が懸念され
る。

◎

引堤
目標の安全度を確
保できる。

家屋及び用地補
償に加え、複数の
橋梁改築や樋管
の改築が必要とな
り、事業費が多大
になる。

（約85億円）

多数の家屋及び用
地補償が伴い、実
現性は低い。

引堤後の再堆積状
況等、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞが
必要である。

新たな築堤や旧堤
撤去が必要であり
、柔軟な対応は困
難。

家屋補償及び用地
買収が必要となり、
影響は大きい。

河道内環境を大幅
に改変することから
、影響は大きい。

○

○

○

×

○

×

△

△

○

×

△

×

△

×

《２次選定による対策案選定結果》

２次選定２次選定

河川整備対策手法検討内容（姶良川）

姶良川姶良川
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